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                         （ 開会 午前１０時００分 ） 

 

◆開会 

○臨時委員長（野村勝憲） 

皆さん、おはようございます。ただいまから、予算特別委員会を開会します。本日の

出席委員は全員であります。 

本日は、本委員会設置後、初めての委員会でありますので、飛騨市議会委員会条例第

１０条第２項の規定により委員長が互選されるまで、年長の私が委員長の職務を行いま

す。 

これより、委員会条例第９条の規定により委員長の互選を行います。 

お諮りいたします。 

互選の方法については、指名推選の方法で行いたいと思いますが、これにご異議はご

ざいませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○臨時委員長（野村勝憲） 

ご異議なしと認めます。よって、互選の方法は、指名推選の方法によることに決定し

ました。 

続いてお諮りいたします。 

委員長の指名は、臨時委員長においていたしたいと思いますが、これにご異議はござ

いませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○臨時委員長（野村勝憲） 

ご異議なしと認めます。よって、臨時委員長において指名することに決定しました。

それでは、委員長に前川委員を指名いたします。 

お諮りいたします。 

ただいま指名しました、前川委員を委員長とすることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○臨時委員長（野村勝憲） 

ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名しました前川委員が委員長に決定しま

した。 

 

◆休憩 

○臨時委員長（野村勝憲） 

  ここで、暫時休憩といたします。 

 

  （ 休憩 午前１０時０１分  再開 午前１０時０２分 ） 
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◆再開 

●委員長（前川文博） 

  会議を再開いたします。 

  引き続いて、副委員長の互選を行います。 

  お諮りいたします。 

  互選の方法については、指名推選の方法により行いたいと思います。これにご異議ご

ざいませんか。 

  （「異議なし」との声あり） 

●委員長（前川文博） 

  ご異議なしと認めます。よって、互選の方法は指名推選の方法によることに決しまし

た。 

  続いてお諮りいたします。 

  副委員長の指名は、委員長においていたしたいと思います。これにご異議ございませ

んか。 

  （「異議なし」との声あり） 

●委員長（前川文博） 

  異議なしと認めます。よって、委員長において指名することに決しました。それでは、

副委員長には高原委員を指名いたします。 

  お諮りいたします。 

  ただいま指名しました高原委員を副委員長とすることにご異議ございませんか。 

  （「異議なし」との声あり） 

●委員長（前川文博） 

  ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名しました高原委員が副委員長に決定し

ました。 

  本委員会の会議記録の署名は、委員会条例第３０条の規定により委員長がこれを行い

ます。 

当委員会に付託されました案件は、お手元にお配りした付託一覧表のとおりです。一

般会計補正予算の説明につきましては、所管部長が歳入歳出予算について順に説明を行

い、その説明が全て終了した後に審査を行います。特別会計補正予算については、所管

部署の一般会計の質疑が終了した後に、引き続き、説明と質疑を行います。一般会計・

特別会計、全ての説明と質疑が終了した後に補正予算全体について当委員会の取りまと

めを行います。 

審査に入る前にお願いをします。質問は一問一答制とし、内容がしっかりと伝わるよ

う要領よく簡潔に行われますようお願いいたします。また、議題外や議題の範囲を超え

ることのないようお願いします。 

委員のご発言はまず挙手をし、委員長の指名を受けた後、マイクを使い自己のお名前

を告げ、質疑は、予算書などの該当ページを示してから質問されるようお願いいたしま
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す。 

以上、ご協力をお願いします。 

  また、本委員会におきまして谷口委員は発声が難しい状態でありますので、事務局職

員による代読により、質疑を認めます。それでは付託案件の審査を行います。 

 

◆議案第４２号 令和２年度飛騨市一般会計補正予算（補正第９号）   

    【総務部、議会事務局、会計事務局、消防本部所管】 

●委員長（前川文博） 

  議案第４２号、令和２年度飛騨市一般会計補正予算（補正第９号）について、総務部、

議会事務局、会計事務局、消防本部所管の歳入歳出予算を議題といたします。 

  説明を求めます。 

  （「委員長」と呼ぶ声あり）  ※以下、この「委員長」と呼ぶ声の表記は省略する。 

●委員長（前川文博） 

  泉原総務部長。  ※以下、この委員長の発言者指名の表記は省略する。 

□総務部長（泉原利匡） 

  議案第４２号、令和２年度飛騨市一般会計補正予算（補正第９号）における総務部所

管についてご説明申し上げます。今回の補正は、８，３３１万４，０００円を減額し、

予算総額を２４２億３３９万３，０００円とするものです。 

７ページお願いいたします。第２表、繰越明許費補正でございますが、国の補正予算

に関連し、令和３年度事業の前倒しや工事の施工方法、迂回路の調整に不測の日時を要

したことなどによる追加と、新型コロナウイルスワクチン接種事業を変更するものです。

第３表、債務負担行為補正は、ふるさと納税事務支援事業と令和７年度協定満了分の指

定管理料を追加するものです。 

８ページお願いいたします。第４表、地方債補正は、減収補てん債の追加と事業の進

捗状況や事業費の精算、確定見込み等による過疎対策事業のほか、５事業の変更です。 

１１ページお願いいたします。歳入でございますが、個人市民税は当初予算に見込め

ない退職所得者分と実績による上振れ分の計上です。 

法人市民税は、課税実績及び企業の前年度決算結果による上振れ分の計上です。 

固定資産税は、水力発電など設備投資による増加によるものです。軽自動車税は、納

入実績による増額です。 

１２ページお願いいたします。入湯税はコロナの影響による入湯客の減少によるもの

です。 

法人事業税交付金は、確定見込みによる補正です。地方特例交付金は、交付額の確定

による補正です。 

１７ページお願いいたします。中段の総務費県補助金の清流の国ぎふ推進補助金は、

稲越デマンドタクシー車両購入に係る補助金です。 

２０ページお願いいたします。最下段の一般寄附金は、個人７件、団体４件からの寄
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附金です。 

２１ページお願いいたします。中段のふるさと創生事業基金繰入金から２２ページの

学校施設整備基金繰入金の５件は、事業費の確定に伴う調整減額です。 

雑入、総務費雑収入の職員研修費用助成金は、岐阜県市町村振興協会からの助成を計

上していましたが、コロナで研修参加が減少したことなどによる助成金を減額するもの

でございます。 

岐阜県市町村振興協会市町村交付金は、サマージャンボとハロウィンジャンボ宝くじ

の助成金です。 

２３ページお願いいたします。市債ですが、総務費から災害復旧債までは事業費の確

定に伴う補正で、最下段の減収補てん債は、地方消費税交付金など各種交付金の減少分

について起債で補うもので、発行額の４分の３は後年度、交付税措置されます。 

次に歳出を説明いたします。 

２４ページお願いいたします。中段の一般管理費の報酬から２５ページの教材費につ

きましては、人件費の補正です。 

中段の普通旅費から職員研修負担金は、コロナの影響で会議や職員研修などの出席が

減少したことによる減額です。 

２６ページお願いいたします。下段の財産管理費の需用費の燃料費と使用料及び賃借

料の道路通行料は、コロナの影響で長距離出張が減になったものによるものです。 

需用費の光熱水費は、高圧充電施設競争入札による契約単価の減などによるものです。 

工事請負費は、本庁舎及び振興事務所の非常用電源設備整備工事に係る入札差金の減

額です。 

２８ページお願いいたします。中段、情報政策費の機械器具購入費は、基幹系ネット

ワーク機器などの入札差金の減額です。 

バス運行費の財源補正は、歳入で説明しました稲越デマンドタクシーに対する県補助

金が認められたため、財源補正でございます。 

２９ページお願いいたします。中段、徴税総務費は人件費の補正です。 

４９ページをお願いいたします。最下段の公債費は確定に伴う元利償還金の補正です。 

５０ページお願いいたします。予備費は財源調整のための増額です。 

最後に、人件費ですけれども、５１ページお願いいたします。特別職の給与費明細に

なりますが、報酬の減額は国勢調査の調査員報酬の調整などによるものです。期末手当

の減額は、新たに議員になられた皆さまの６月支給分の調整分です。 

５２ページが一般職、正職員と会計年度任用職員のあわせたものの補正予算の給与費

明細となります。 

５３ページお願いいたします。正職員の人件費ですが、給料の増額分は国保直診こど

ものこころクリニックの心理士など３名と介護保険勘定の医療と介護の一体的実施に伴

い保健師１名のあわせて４名分を一般会計への組み換えによる増額と、退職者２名分の

減額の差額を計上したものです。 
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職員手当の増額で大きいものが時間外勤務手当ですが、コロナの対応による業務の増

加などによる分を計上しております。 

５４ページお願いいたします。会計年度任用職員の人件費ですが、減額の主な要因は

ＡＬＴ３名がコロナで来日できず、６カ月任用できなかったことや緊急雇用などの応募

が予定より少なかったこと、中途退職者の後任がすぐに見つからなかったことなどによ

るものです。 

このほかに国保特別会計、介護保険特別会計、下水道特別会計、特定環境保全特別会

計、下水道汚泥特別会計及び情報施設特別会計で会計間異動などの人件費の調整を行っ

ております。 

以上で説明を終わらせていただきます。 

●委員長（前川文博） 

  続いて説明を求めます。 

□議会事務局長（野村賢一） 

  それでは議会事務局所管の補正予算について説明いたします。 

予算書の２４ページをごらんください。上段の議会費、職員手当等の減額につきまし

ては、５人の初当選議員に対する６月の期末手当が３０パーセントの支給となったため

減額するものです。 

０８、旅費及び使用料及び賃借料の自動車借上料の減額につきましては、管内視察の

縮小及び管外視察の中止によるものです。 

１７、備品購入費の減額につきましては、導入した１５台のタブレットの入札差金で

あります。以上で説明を終わります。 

●委員長（前川文博） 

  続いて説明を求めます。 

□会計管理者（森英樹） 

  それでは会計事務局所管の説明をいたします。会計事務局では、積立基金の運用を所

管しておりまして、今回、基金利子の見直し、役務費等の減額及び積立基金の増額につ

いて補正をお願いするものでございます。 

はじめに歳入ですが、２０ページをごらんください。１７款、財産収入、利子及び配

当金です。飛騨市では財政調整基金、減債基金、その他特定目的基金等２７の基金を積

み立てしております。 

その内訳は、一般会計１９、特別会計８であります。基金の総額は、１４９億９，０

００万円で、定期預金と国債地方債などの債権にて運用しており、今年度の利子の見込

みは約２，２００万円となっております。 

これらの利子は、１２月末の各基金残高に応じて按分し、基金の積み立てを行います。

今回、按分によって当初予算より下振れした分の補正を行うものであります。 

続きまして、歳出です。２５ページをごらんください。下段、会計管理費について今

ほど基金利子の減額分のほか、１１節、役務費、１３節、使用料及び賃借料、１７節、
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備品購入費の減額につきましては、指定金融機関とのデータ伝送を新たな回線により行

う計画について、金融機関との伝送方式の詳細が年度内に確定しなかったことに伴う減

額です。 

２４節、積立金の中で２６ページになりますが、０１３、防災基金積立金、０３３、

社会基盤維持基金積立金につきましては、今後新たに必要な基金積立としてそれぞれ５，

０００万円と１億円を増額積み立てするものです。 

以上で説明を終わります。 

●委員長（前川文博） 

  続いて説明を求めます。 

□消防長（中畑和也） 

  消防本部が所管する内容について説明します。 

歳出について説明します。４４ページをごらんください。常備消防費、役務費、手数

料ですが、救急隊員感染防止対策の差額を減額するものです。 

非常備消防費、需用費、消耗品費ですが、消防団活動装備品購入事業の差額を減額す

るものです。 

以上が消防本部が所管する補正の内容です。よろしくお願いいたします。 

●委員長（前川文博） 

  説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

○委員（籠山恵美子） 

  まず最初に用語の解説をお願いします。上振れ分、下振れ分という言葉がよくでてく

るんですけれども、この意味はどういうことですか。あまり私は聞き慣れない言葉なん

ですけど。 

□総務部長（泉原利匡） 

上振れ分というのは、当初予定しておりました予算に対して社会情勢等でそれが上回

ったというとき上振れといっておりますし、それが下回ったときを下振れというような

ことをいっております。 

○委員（籠山恵美子） 

それは途中で補正をして増やしたとか、減らしたとかというのは関係ないわけですね。 

□総務部長（泉原利匡） 

その額が大きくなれば途中で補正ということもありますけれども、今回は年度最後の

ということで、最後に補正させていただいたということでございます。 

●委員長（前川文博） 

よろしいですか。 

○委員（野村勝憲） 

最初のほうで、泉原部長のほうから入湯税の落ち込みの説明がございましたね。これ

はたしか５施設だと思いますけど、この中で一番影響を受けた施設というのはどこなん

でしょうかね。 
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●委員長（前川文博） 

答弁を求めます。 

□税務課長（渡邉康智） 

まず、対象施設５施設とおっしゃいましたが、実際には６施設でございます。一番影

響を受けた施設につきましては、金額で申しますと、日帰り温泉施設であるすぱーふる

の落ち込みが金額的には大きいかなと思われます。金額にして見込み額ですけども、約

前年対比で２５０万円くらいの減額をこの予算では見込んでおりますが、最終的な決算

においては、年末以降の緊急事態宣言の再発令によりまして、１月、２月がこの補正予

算要求当時よりもさらに落ち込んでおりますので、もう少し下がり幅が多くなる可能性

はございます。 

○委員（野村勝憲） 

たしか田んぼの湯さん、入れなくて申しわけないですけども、６施設で、田んぼの湯

さんは実は休業されていましたよね。ほかはその５施設で緊急事態宣言で休業されたと

ころはあるんでしょうか。 

□税務課長（渡邉康智） 

各施設からの実績報告を見ておりましたら、まるっと１カ月というふうではないかも

しれませんが、民間の旅館で一定の期間全くお客をとられずに完全休業されたというふ

うに伺っております。 

●委員長（前川文博） 

  ほか、ありませんか。 

○委員（高原邦子） 

市民税の上振れは、これはどのように把握されていますか。 

□税務課長（渡邉康智） 

市県民税につきましては、毎年、今、行っている確定申告でありますとかをもとにし

て６月に課税通知をさせていただいております。それにあわせて、統計的な課税状況調

査というものにまとめるんですけれども、それの段階である程度は把握ができておりま

す。ただ退職所得につきましては、退職時期も異なることから、またその年によって金

額の差も大きいものですから、ある程度１２月くらいに大体の金額がつかめてくるかな

というところでございます。 

○委員（高原邦子） 

それで、法人市民税のほうですけど、こちらはどのように分析されていますか。 

□税務課長（渡邉康智） 

法人市民税につきましては、飛騨市の場合、納税義務者が６００者余りあるわけです

けども、そのうち法人税割を納めてみえる事業者は、４割弱ほどでございます。また、

その中で年間１００万円を上回るような納税をされる事業者というのは本当に３０者余

りくらいであります。とくに、その中でも多額の納税される企業がいくつかあるわけで

ございますが、そういった企業におきましても、その年の収益状況によって、ものすご
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い上下がございます。とくに、市内の企業で３月決算という企業が非常に割合としては

多いんですが、法人税の場合は、決算月の基本的２カ月後に申告納税するということで、

そうすると、５月ないし６月くらいにかなりその年の大勢がわかってくるわけでありま

す。令和２年度につきましては、９月補正でたまたま市内の某企業で大変予想を上回る

ような大きな申告があったものですから、約８，０００万円近く補正予算させていただ

いたところなんですけれども、下半期に決算月を迎えるところ企業においても、当初我々

が見込んでいたよりも業績が良く、予想よりも多額の納税をされたところが出てまいり

ましたので、今回、実績見込みを踏まえて追加で補正をさせていただいたということで

あります。ただし、令和３年につきましては、コロナの影響を受ける可能性が非常に懸

念されましたので、先ほど申しました主要な３０者程度に対して、１０月、１１月くら

いに決算期も異なりますので、なかなか明確な見通しは難しいといわれる企業もござい

ましたが、次期の収益見通しをお尋ねをし、それに基づいて令和３年分の確定申告予想

であるとか、それに伴う予定納税額等を見越して、令和３年度の予算立てについては向

かったというところでございます。 

○委員（高原邦子） 

今回、増額補正なのでこれはありがたいなとは思っているんです。それで、今、当初

予算したりするためにはこういったいろんな調べたりするんですけど、当初予算のとき

に聞けばいいんですけれど、今コロナのこと言われたんですけれど、企業に対しては、

飛騨市は割と落ち込んでないというところですよね。でも、市民税のほうに関しては、

すごく後ろ向きな予定を立てているものですから、私はどうやって今回の補正予算、上

振れしたのを出されたらいいんですけど、当初予算へのつなぎ方がいまいち見えてこな

かったもので聞いたんですけれど、当初予算はこういったものとは別口に捉えていけば

よいということでしょうか。別な考えというか、決算時期ともそれぞれ違うし、である

から当初予算というものの市民税の額というのは、こういったものは考えずに出してき

ているというふうに捉えていいんですか。 

□税務課長（渡邉康智） 

当初予算のときに説明申し上げればいいのかもしれませんが、個人市民税につきまし

ては、やはりコロナの影響に伴う企業の一時帰休であるとか帰休というかお休みですよ

ね、時間短縮等も市内の企業でもあったものですから、例えばボーナスであるとか、あ

るいは給料等の減少とかもいくらか影響があるんじゃないかなということで、対前年比

５パーセントの減少ということで、当初予算は見込ましていただいております。法人に

つきましては、先ほど申しましたように、３月決算の法人が非常に多いということを申

しましたけども、そうすると令和２年度決算、今回の補正も含めてですけども、令和２

年度決算に計上されるものは令和元年の４月から令和２年の３月期の収益に対するもの

が令和２年の市の決算ということになるんですけども、令和３年度予算については、令

和２年４月から令和３年の３月決算の事業者においては、令和３年３月までの収益に対

して、令和３年５月ないし６月に申告納税されるというようなことになりますので、コ
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ロナの影響を受けられた事業者においては、令和２年中に予定納税をされていたものが、

今度の３月期決算したときの確定申告で、例えば赤字になったりすると、令和３年度に

なってから精算をして予定納税分の一部、あるいは全額をお返しするというようになる

事業者もあるわけです。そういったことがございますので、令和２年についてはたまた

ま前期事業期間に対する収益の税額ということで上振れしたんですけども、来期につい

ては全く異なって、先ほど申し上げましたように、予算編成時期にそれぞれ主要な企業

に聞き取りをした結果に基づいて適正な見込みをさせていただいたというふうに考えて

おります。 

●委員長（前川文博） 

  ほか、よろしいですか。 

○委員（水上雅廣） 

予備費なんですけど、財源調整だということでしたけど、３月の末になって１億１，

４００万円もの予備費を増額するというのはどうなのかなと。ひと期間ない中で、ほか

に調整するところはなかったのでしょうか。 

□財政課長（上畑浩司） 

予備費につきましては、予算書で補正前の金額１億円あるわけでございますけれども、

令和２年度におきまして、７月の豪雨災害、あるいは年末の商品券の追加等で予備費は

実際予算として執行しております。現在、２，８００万円が予備費として残額としてあ

る状況の中で、今後の雪の関係ですね。これに対応するためにも必要な予備費というこ

とで、今回、計上させていただきました。 

○委員（水上雅廣） 

雪というのは除雪の関係ですか。 

□財政課長（上畑浩司） 

これまでも説明しておりますように現在、除雪費は６億円予算を計上しておりますけ

れども、これを超える分については、もう予備費で対応せざるを得ないというような状

況の中で、今回、計上したものでございます。 

○委員（水上雅廣） 

基盤の話かもしれませんけど、どのくらいの見込みになるわけですか。 

□財政課長（上畑浩司） 

現在、６億円の大体ほぼ使いきるような感じで執行しているというふうに伺っており

ますけれども、ちょっと詳細については控えさせていただきます。 

○委員（水上雅廣） 

そういうことでもあるのかもしれませんけど、これだけあるなら私は例えば、基金の

積み立てにまわしてもらってもいいのかなということを思うんです。例えば、小中学校

ですとか保育園の関係とか、施設の関係にとくに大きな費用が要するようなこと、緊急

的なことが出てくるようなことを思えば、さらに少し積み増しをしておくとかそういっ

たこともできてくるんじゃないかなという気がするんですけど、そのへんについては検
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討とかというのはされたわけですか。 

□財政課長（上畑浩司） 

今、議員ご指摘のとおり、今年度必要な基金の残額というものは確保する必要がござ

いまして、当面、必要なのが防災基金と社会基盤維持基金でございます。こちらにつき

ましては、今回５，０００万円と１億円積み立てをさせていただきましたが、たしかに

力いっぱい積立金にまわすということはできるんですけれども、イコール繰越金が減る

ということにもつながるということがございまして、本当に必要な金額だけを今回、積

立金のほうで予算計上したということでご理解いただきたいと思います。 

●委員長（前川文博） 

ほか、ございますか。 

○委員（高原邦子） 

２０ページの利子及び配当金なんですが、これは当初よりも下がったということはで

すね、いろいろおろすのが多かったからか、どういった理由でございましょうか。 

□会計管理者（森英樹） 

一番大きい要因は、定期預金の利率が下がったというところが大きいところだと思い

ます。 

○委員（高原邦子） 

いろいろ組み合わせ方によって運用されてはいるんですけれども、こういった１６６

万円というのも大した額だと思うので、何か次年度に向けて反省点とかどうしたもんか、

いろいろ考えていくというか、運用とかそういったことを考えるところはありましたで

しょうか。 

□会計管理者（森英樹） 

基金の運用につきましては、今、現在は定期預金が８割弱、債券が２割強で運用して

おりまして、やはり定期預金の利率よりも債券の利率のほうがかなりいい状況でござい

ますので、債券の保有比率をもう少し上げていく、そういう試みが昨年からやっている

のですが、来年度さらに債券の保有率を上げていく、平均利率を上げていくということ

を考えていきたいと思っております。 

●委員長（前川文博） 

  ほかによろしいですか。 

  （「なし」との声あり） 

●委員長（前川文博） 

  ないようですので、これで質疑を終わります。 

 

◆議案第５０号 令和２年度飛騨市情報施設特別会計補正予算（補正第２号） 

●委員長（前川文博） 

  次に、議案第５０号、令和２年度飛騨市情報施設特別会計補正予算（補正第２号）を

議題といたします。説明を求めます。 
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□総務部長（泉原利匡） 

  議案第５０号、令和２年度飛騨市情報施設特別会計補正予算（補正第２号）について

ご説明申し上げます。 

今回の補正は、２０５万５，０００円を追加し、予算総額９，７２２万円とするもの

です。 

３ページお願いいたします。第２表の債務負担行為ですが、飛騨市ケーブルテレビ再

整備事業に伴うものです。 

５ページをお願いいたします。歳入の情報施設使用料の増額は、民間サービス開始地

区における脱退等による利用料の減少を見込んでおりましたが、見込みより脱退者が少

なかったことによるものです。有線テレビ放送施設基金利子は、精算見込みによる増額

です。 

６ページお願いいたします。歳出の職員手当及び共済費は、昇格等による人件費の増

額です。工事請負費の減額は、伝送路の移設工事の入札差金です。積立金は、歳入歳出

差し引き分を有線放送施設基金へ積み立てるものです。 

以上で説明を終わります。 

●委員長（前川文博） 

  説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

  （「なし」との声あり） 

●委員長（前川文博） 

  ないようですので、これで質疑を終わります。 

 

◆議案第６７号 令和２年度飛騨市一般会計補正予算（補正第１０号） 

●委員長（前川文博） 

  次に、議案第６７号、令和２年度飛騨市一般会計補正予算（補正第１０号）を議題と

いたします。説明を求めます。 

□総務部長（泉原利匡） 

  議案第６７号、令和２年度飛騨市一般会計補正予算（補正第１０号）につきましてご

説明申し上げます。今回の補正は、繰越明許費を追加するものです。 

２ページをお開きください。プレミアム食事券発行事業につきましては、昨年１２月

の発売から３月末までの利用期間を予定しておりましたが、国の緊急事態宣言の影響か

らチケットの販売が伸び悩み、また購入された方や店舗等からも利用期間の延長要望が

多いことを受けまして、利用期間を５月末までとすることに伴う繰越措置であります。 

商工業活性化包括補助事業から住宅リフォーム補助事業の４事業につきましては、国

の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用しておりますが、国の補助

金の性質上、間接補助金、市から事業者等への補助金を交付するものでございますが、

これは３月末までに事業者等へ支払いを完了する必要がありますが、やむを得ず支払い

が４月以降になるものについては、繰越措置が必要となるため追加するものです。 
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繰越金額につきましては、現計予算額から現在までの執行額を差し引いたものを計上

しております。 

以上で説明を終わります。 

●委員長（前川文博） 

  説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

  （「なし」との声あり） 

●委員長（前川文博） 

  ないようですので、これで質疑を終わります。 

 

◆休憩 

●委員長（前川文博） 

  説明職員入れ替えのため、暫時休憩といたします。入れ替わり次第、再開をいたしま

す。 

 

  （ 休憩 午前１０時３８分  再開 午前１０時３９分 ） 

 

◆再開 

●委員長（前川文博） 

  休憩を解き、会議を再開いたします。 

 

◆議案第４２号 令和２年度飛騨市一般会計補正予算（補正第９号）   

    【企画部、振興事務所所管】 

●委員長（前川文博） 

  議案第４２号、令和２年度飛騨市一般会計補正予算（補正第９号）の企画部及び振興

事務所所管の歳入、歳出予算を議題といたします。説明を求めます。 

□企画部長（岡部浩司） 

それでは、企画部の補正予算の概要についてご説明させていただきます。資料につき

ましては、引き続き、議案第４２号、令和２年度飛騨市一般会計補正予算（補正第９号）

で主なものをご説明させていただきます。 

それでは、歳入についてまずご説明させていただきます。 

１７ページをごらんください。１６款、県支出金、県補助金の０１総務費県補助金の

うち、００４でございますけれども、空き家利用活用事業補助金が５８万９，０００円

を減額しております。これは、補助対象の空き家流動化対策補助金について予定してお

りました空家改修工事が年度内に実施できないことが判明いたしましたので、関連する

歳出予算を減額することに伴い、県からの補助金を減額するものでございます。 

続きまして１９ページをごらんください。０１総務費委託金でございます。 

こちらの国勢調査、真ん中よりも少し下になりますけれども、００６国勢調査委託金
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でございますけれども、こちらは額の確定のため９０万円の減額をしております。 

次に、歳出についてでございますけれども、全て事業費確定やコロナの影響による事

業費縮小等に伴う不用額の減額ですので、５０万円以上の主なもののみを説明させてい

ただきます。 

少しとびますけれども、２４ページをごらんください。 

０２総務費総務管理費、０１一般管理費でございますけれども、２５ページに移って

まいりまして、２段目の０７報償費がございますけども、こちらの記念品代６０万５，

０００円を減額しておりますけれども、こちらにつきましては、飛騨市自治功労者章作

成のための記念品代の不用額について減額をしております。 

その下になりますけど、旅費で普通旅費、３６０万円の減額のうち、８０万円につき

ましては、コロナの移動自粛等による市長・副市長の出張の減による減額でございます。 

その下でございますけれども、文書広報費の委託料でございますけれども、市政世論

調査業務委託料でございますけど、これは入札により差額の８８万３，０００円を減額

しております。 

続きまして２６ページに移ります。 

２６ページからが、一番下、０６企画費というのがございます。２７ページに移って

いただきますけど、企画費の一番上の００３謝礼ですけれども、この減額につきまして

は、１９５万８，０００円でございますけれども、新港郷の事業や魅力ある地元高校づ

くり事業、薬草プロジェクト事業等につきまして、コロナの影響による不実施というこ

とでございますけれども、これの不用額を減額するものでございます。 

その下ですけども、００２普通旅費でございますけれども、８７万１，０００円の減

額は、出張旅費等の減額でございます。 

３１１地域おこし協力隊委託料でございますけれども、２０６万２，０００円の減額

につきましては、活動実績に応じた委託料の減によるものでございます。 

３２１ドローン体験会実施委託料の６０万円の減額につきましては、これは子ども向

けのドローンレースの体験中止より、不用額を減額するものでございます。 

その下、０１０自動車借上料でございますけども、こちらは東海飛騨市会や飛騨神岡

ＳＫ見学の中止によるものでございます。 

その下でございますけれども、０５６小さなまちづくり応援事業、０５９空き家流動

化対策補助金、０６１賃貸住宅家賃補助金でございますけれども、こちらもコロナの影

響で事業量の減で減額するものでございます。 

７７５域学連携事業などもコロナの影響で減額するものでございます。 

続いて２８ページでございますけれども、使用料及び賃借料の７４万２，０００円の

減額のうち、５０万円につきましては、地域間交流バスにかかる不用額でございます。

１８負担金、補助及び交付金、０７２地域イベント事業補助金４５０万円の減額のうち、

地域振興課所管のものは軽トラバザールなど３事業のイベント中止に伴う減額５０万円

でございます。 
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最後、少しちょっととびますけど、３８ページまでとんでいただきますでしょうか。 

労務諸費の委託料の事業創出委託料７０６万円の減額でございますけれども、これに

つきましては、コロナ対策として実施した緊急雇用委託料の確定による減額でございま

す。 

企画部の主な補正予算についての説明は以上でございます。 

●委員長（前川文博） 

  続いて説明を求めます。 

□宮川振興事務所長（田ノ下嘉明） 

  それでは、宮川振興事務所所管の補正予算について説明をさせていただきます。 

予算書２７ページをごらんください。 

宮川振興事務所に関しましても、全て減額補正でございまして、新型コロナの影響を

受けた事業の中止によるものです。 

地域振興費の節の０８旅費の００２普通旅費１０万５，０００円の減額は、声優イベ

ントの打ち合わせに関する東京への出張が中止となったためです。 

節の１０需用費の００４印刷製本費３３万３，０００円の減額の内訳は、鮎イベント

が中止になったため、そのチラシ印刷代の減額が２０万２，０００円、池ヶ原マップ印

刷代の減が１３万２，０００円です。 

２８ページお願いいたします。 

節の１２委託料の０３４講演等委託料６５万２，０００円の減額は、声優イベント読

み聞かせ朗読劇を計画しておりましたが、これが中止になったためです。 

２９８湿原管理業務委託料４０万円の減額は、ゴールデンウイークから５月末まで池

ヶ原湿原を閉鎖しましたので、その関係で案内業務の減少によるものです。 

節の１３使用料及び賃借料の０１０自動車借上料のうち、２４万２，０００円の減額

は、 声優と行くバスツアーが中止となったためのものです。 

節の１８負担金、補助及び交付金の０７２地域イベント事業補助金のうち、４０万円

の減額、これは夏の『Ｅ』ボート大会に１０万円、冬の新雪祭３０万円が中止となった

ための減額です。 

以上で説明を終わらせていただきます。 

●委員長（前川文博） 

  続いて説明を求めます。 

□神岡振興事務所長（森田雄一郎） 

  それでは、神岡振興事務所所管の補正予算についてご説明いたします。 

２７ページをお願いいたします。 

企画部の企画費と一部かぶっておりますので、よろしくお願いいたします。 

０６企画費の０７節の謝礼の一部、０８節の普通旅費の一部、１０節の印刷製本費、

１２節のカミオカラボサポーター育成委託料について減額するものです。これも同様に、

コロナ関連で事業実施ができなかったことによる減額でございます。 
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続いて同じページの下段、０７目の地域振興費です。 

２８ページをお願いいたします。 

１２節、委託料の山之村集落支援員活動事業委託料については、精算見込み額に基づ

き不用額を減額するものでございます。 

また、同じ委託料の中のＳＳＨ招致事業委託料、１８節の負担金、補助及び交付金の

体験学習事業補助金、以下５項目ございますけれども、コロナ関連でイベント事業がで

きなかったことですとか、同様にコロナ関連でまちづくり拠点施設の整備事業が実施で

きなかったことに伴う減額補正でございます。 

以上で説明を終わります。 

●委員長（前川文博） 

  説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

○委員（野村勝憲） 

  １７ページの約５９万円ほど、要するに空き家の改修が延期したと、工事がね。これ

２棟分くらいのことですか。 

□地域振興課長（田中義也） 

これは１軒分です。 

●委員長（前川文博） 

ほか、よろしいですか。 

○委員（籠山恵美子） 

同じ今２７ページの０６１、コロナの影響だと先ほど部長の説明でしたけど、賃貸住

宅家賃補助金４５０万円の減、賃貸住宅の家賃の補助金とコロナの関係はどういう関係

なんですか。 

□地域振興課長（田中義也） 

先ほどの説明、コロナの影響ということでまとめて説明のほうはしましたけれども、

賃貸住宅家賃補助につきましては、コロナの影響はとくにありません。実際に見込んで

いた件数よりも普通の有料の賃貸住宅入られている方が事情により転出されたりですと

か、新たに家を購入とか新築されて賃貸住宅を出られた方という、そういった減の要因

で、これだけの金額を減額させていただいております。 

●委員長（前川文博） 

  よろしいですか。 

  （「なし」との声あり） 

●委員長（前川文博） 

  ないようですので、これで質疑を終わります。 

 

◆休憩 

●委員長（前川文博） 

  説明職員入れ替えのため、暫時休憩といたします。再開を午前１１時といたします。 



 

16 

 

 

  （ 休憩 午前１０時５３分  再開 午前１１時００分 ） 

 

◆再開 

●委員長（前川文博） 

  休憩を解き、会議を再開いたします。 

 

◆議案第４２号 令和２年度飛騨市一般会計補正予算（補正第９号） 

        【市民福祉部所管】 

●委員長（前川文博） 

  議案第４２号、令和２年度飛騨市一般会計補正予算（補正第９号）の市民福祉部所管

の歳入、歳出予算を議題とします。説明を求めます。 

□市民福祉部長（藤井弘史） 

  それでは、市民福祉部所管の補正予算についてご説明いたします。 

歳出２９ページをお願いいたします。 

最下段の総務費、戸籍住民基本台帳費でございます。 

こちらの財源内訳、国庫支出金４８８万３，０００円あがっているところでございま

すが、個人番号カードの交付事務費の補助金が確定したものですから、計上させていた

だきました。充当先につきましては、会計年度任用職員給与２名分に充当しているとこ

ろでございます。 

続いて３１ページをお願いいたします。 

民生費、１目、社会福祉総務費でございます。こちらの０１節、０２節、０３節につ

きましては、こどものこころクリニックの業務見直しに伴いまして、国保の直診勘定会

計から非常勤医師１名、心理士２名、看護師１名の人件費の移し替えをしております。 

それから、下段のほう１８節、００１職員研修負担金につきましても、こどものここ

ろクリニックの職員研修費用として、一般会計のほうへ移しているところでございます。 

次ページをお願いいたします。 

上段、７５７障がい者支援事業所施設送迎車購入交付金につきましては、神岡町山田

の障がい者支援事業所ピースにおきまして、現在、車両４台で送迎を行っております。

ただ、このうち１台がスタッフ個人所有の車両を用いて使用しているので、購入したい

ということで、財源につきましては、県の新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付

金、これを団体で活用されて、いわゆる密を避けるという趣旨のもとに認められたとい

うことでございまして、その分の裏負担を市がするというものでございます。 

それから、その下段、生活支援資金貸付事業補助金でございます。 

令和３年１月現在、貸付件数が６３件、貸付額が１，８２５万円のため、年度末を見

据えて精算をかける減額でございます。 

それから２億円、真ん中あたりですが、障がい者自立支援費の１２節、委託料でござ



 

17 

 

います。 

マイナス１，０００万円しておりますけれども、１点目といたしましては、神岡町山

田の障がい者支援事業所ピースが、令和２年度からそれまでは日中一時支援事業という

事業だったんですけども、今年度から生活介護、それから就労継続支援Ｂ型事業所とい

う新たなサービス事業を立ち上げられましたので、こちらに入っておりました日中一時

支援事業分を減額しているものが１点。 

もう１点は、これも神岡町でございますが、社会福祉協議会さんがなかよしキッズを

令和２年４月から供用開始されました。こちらにつきましても、日中一時支援事業とい

う事業でございましたが、放課後等デイサービスに移行しております。こちらの関係で

減額をさせていただいております。 

１９節、扶助費につきましては、今度は逆に先ほど申しましたピースの事業所におき

まして、生活介護、それから就労継続支援Ｂ型事業所のほうで人数も増えておりますし、

日中一時支援事業と単価を比較いたしますと実践給付事業のほうが単価が高いというこ

とから、増額の補正をさせていただいているところでございます。 

次ページをお願いいたします。 

上段、０６目、福祉医療費でございますが、１２月までの実績によりまして見込みを

増やしているところでございます。 

それから、０７目、社会福祉施設費につきましては、委託料の減額でございますが、

和光園のリノベーション工事が延びております。この浄化槽の保守点検、清掃委託につ

きましては、工事前に実施したほうが効率がいいということでございまして、工事前に

実施することに変更したため、減額するものでございます。 

それから、２項の児童福祉費の０１目、児童福祉総務費でございます。まず、１８節

の入園・入学準備品の購入支援金につきましては、申請期間が１２月２８日までで終わ

ったものですから、それに伴う精算かけているところでございます。 

それから、その下の１９節の扶助費につきましても、同じく年度末を見込んでの精算

でございます。 

次ページをお願いいたします。 

児童保育費のほうでございますが、１０節、需用費の賄材料費につきましても、不用

額の精算でございます。 

それから、１８節、負担金、補助及び交付金でございます。その中で、まず１４４私

立保育所の運営負担金でございます。 

こちらのほうは令和２年度で公定価格がアップするのではないかということで、その

アップ分も見込んで予算計上しておりましたが、実際にはマイナスになりました。その

関係がまず理由としては、１点。それから入園者数でございますが、当初６４４人であ

のみておりましたが、実際には６２４人というところでございまして、精算をかけるも

のでございます。 

それから、１４９の保育所施設運営補助金につきましては、この中にはいろいろ補助
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金が入っております。 

まずは、私立保育所の部分でございます。まず１点目は、障がい児の保育事業補助金

というのがございます。１３人分、私立保育園３つあるわけでございますけれども、そ

の分をみておりましたが、正職で見込んでいたんですけども、なかなか保育士さんが見

つからないというようなことから、パートということでその差額分を減額しております。 

２点目につきましては、一時保育事業の補助金。双葉保育園でございます。保育所不

足ということで実施がされなかったと、一時保育事業につきましては、神岡においては

旭保育園での事業展開ということでございます。 

それから３点目は、延長保育の促進事業補助金というのがございます。これは増島保

育園、双葉保育園でございますが、基準に満たなかったということで、減額ということ

でございます。 

それから、保育体制強化事業補助金というのは、増島保育園でございますけれども、

こちらも用務員の採用をしていたんですけども、応募がなくて採用にいたらなかったと

いうことでございまして、その部分の減額。 

それから、保育補助者雇いあげ強化事業補助金というのがございます。双葉保育園で

ございます。これは未満児の対応の補助者というものでございますが、こちらのほうも

応募がなかったため減額ということで、あわせて２，１３０万円の減額ということでご

ざいます。 

次ページをお願いいたします。 

３５ページの最下段、０６目、児童手当費でございます。１９節の扶助費でございま

すが、こちらも年度末を見越しての実績見込みの不用額精算でございます。 

それから、３６ページをお願いいたします。 

生活保護費の０２目、扶助費でございます。１９節、扶助費につきましては、令和３

年２月末で２３世帯、２４人となっておりまして、実績見込みを伴う精算でございます。 

それから、４款、衛生費のほうに移ります。１目の保健衛生総務費でございます。２

７節、繰出金でございます。 

こちらのほうの直診勘定への繰出金でございますけれども、先ほど申しましたこども

のこころクリニックの人件費、一般会計へ移行した分、それから河合、宮川診療所での

発熱外来診療体制の確保支援補助金の決定があったものですから、３，７００万円ほど

の減額をしているところでございます。 

０２目、予防費でございます。１２節の委託料でございます。 

まず、１１６の結核検診胸部Ｘ線間接撮影委託料でございますけれども、委託期間の

変更に伴う減額でございます。 

それから、その下の風しん抗体の検査委託料でございますが、２回勧奨をさせていた

だいたんですけども、検査者が半分程度であったため、その分、精算ということで減額

をしております。 

それから、３７ページをお願いいたします。 
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３目の生活習慣病対策費でございます。 

こちらにつきまして、基本診査委託、それからがん検診委託料でございますが、コロ

ナの影響によりまして実施時期が遅れました。国ガイドラインに従いまして、隔年でよ

い検査にしぼって実施したため、不用額を減額するものでございます。 

それから、８目の新型コロナウイルスワクチン接種費でございます。 

国から補助金の限度額が増額ということで、限度額ですけども連絡を受けました。そ

れを活用いたしまして、１０分の１０でございますけれども、消耗品につきましては、

医師会との調整によりまして、救急セットの要望がございまして、購入するものでござ

います。 

それから、手数料につきましては、接種に関する医療機関への支払事務を国保連に依

頼して職員の負担を減らしたいなということで計上させていただきました。 

それから、委託料につきましても、これも医師会との調整によりまして、インフルエ

ンザの予防接種のときにはすごく電話が殺到したということで、当初コールセンター業

務につきましては３人体制と思っていたんですけども、医師会さんとのお話でとてもそ

んなもんではマックスのとき受けられませんよというお話でございまして、この補助金

を活用させていただきまして８人体制に拡充するものということで増額をさせていただ

いたところでございます。 

簡単ですが、説明は以上です。 

●委員長（前川文博） 

  説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

○委員（住田清美） 

  ３４ページの児童保育費の１４４私立保育所の運営負担金なんですけれど、入園者数

の減ということで減をされておられますが、今後、少子化の影響で保育園に入園する子

たちはだんだん減ってくると思います。未満児さんについては、そんなに変動はないの

かなと思うんですけど、そうすると私立の保育園の入所園児もだんだん減ってくると思

うんですけれど、ここはしっかり自分たちのお金で運営をされておられますので、減っ

てくると運営にも影響してくると思うんですけれど、そういった今後のシミュレーショ

ン、それから保育園の事業者ともこういったことについては将来展望についてお話はさ

れていますでしょうか。 

□市民福祉部長（藤井弘史） 

本年度、そのシミュレーション１０年くらい先まで見越してですね、園児数を、今や

っている最中でございます。ある程度こちらが整いまして、私立の園とも話をしていか

なければいけないということを思っているところでございます。 

○委員（住田清美） 

シミュレーションをして、今後やはり国や県の補助金等だけではなかなか扶助費だけ

では難しい面が出てくれば、市としてもまた何らかの手当てをする用意はございますで

しょうか。 
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□市民福祉部長（藤井弘史） 

  調査結果次第ではございますけれども、そういうような状況になれば、また当然、私

立の園につきましては、指定管理からはじめて民営化にいったという市の施策といいま

すか、方向性もございましたので、ぜひ応援はしていきたいなということを思っており

ます。 

○委員（籠山恵美子） 

  ３７ページのコロナワクチンのことですけど、３人から８人に増やすと、コールセン

ターの職員ですよね。これは、このあいだ説明のあった一会社、一企業のところで人数

増やしても確保できるんですか。あるいは、もう１つ会社に委託しなければならないと

かという状況ですか。 

□市民福祉部市民保健課長兼新型コロナウイルスワクチン接種推進室長（花岡知己） 

コールセンターのオペレーターの件でございますけども、最大８名体制というふうに

なるんですが、４月中はとりあえず２名体制で向かいたいということで、マックスで８

名ということで、その受託者のほうで早速ハローワークのほうで今、求人募集をしてい

るところでございます。一応、飛騨市民をなるべく優先的に採用してくれという仕様に

なっておりますので、なるべく飛騨市民を採用していただきたいということでお願いし

ております。以上です。 

○委員（籠山恵美子） 

最初はくるワクチンの数が少ないですからね、あれでしょうけれども、マックスとい

うのは、どっとワクチンがきたときに一気にちゃんとコールセンターの役割が果たせる

ようにというそういう意味でいいんですか。 

□市民福祉部長（藤井弘史） 

おっしゃるとおりでございまして、先ほどインフルエンザの例を申し上げましたが、

市内の医療機関では１日、１００件ほど、ひどいときには電話がかかってきて、とても

電話だけでも１人の方が対応していたというようなお話もいただきましたので、こうい

うような拡充の体制をとらないといけないというご指摘もいただいて、予算計上させて

いただいたところでございます。 

○委員（住田清美） 

３７ページのところの上から２つ目にがん検診の委託料が大幅減額をされておられま

して、先ほどの説明の中ではコロナの影響で隔年でいいものはということだったんです

が、このコロナの影響は令和３年度も多分続くと思いますが、令和３年度も同じような

その密を避けてなんかいろんな事業をされなければいけないんですが、この基本健診と

かがん検診の見通し、例年のようにできるんでしょうか。もし見通しがあれば。 

□市民福祉部市民保健課長兼新型コロナウイルスワクチン接種推進室長（花岡知己） 

がん検診でございますけれども、冒頭、部長が説明いたしましたように、胃がん、子

宮頸がん、乳がん検診については、国のガイドラインで隔年でいいということでしたの

で、これまで毎年やっていたものを今年度、隔年にするということで、令和３年度以降
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も、このまま隔年でいいものは隔年でやっていくという方針でおります。基本診査のほ

うにつきましては、とくにコロナの影響ということなんですけれども、とくに１６歳か

ら１９歳のフレッシュ健診の減少が大きかったということでございまして、コロナが続

けばそんなには健診も増えてこないのかなというふうに思っております。以上です。 

○委員（住田清美） 

国のガイドラインで隔年でいいという３つのがん検診はありますけれど、でも今まで

は早期発見で早期治療というような方向でありましたし、今コロナで受診控えが結構あ

りまして、がんとかがなかなか早期発見、見落としがあるというようなこともありまし

たので、ぜひガイドラインなら仕方ないけど、でも乳がんとか子宮がんは毎年、検診が

今まであったと思いますが、今後はガイドラインに従って隔年でいくということなんで

しょうか。 

□市民福祉部市民保健課長兼新型コロナウイルスワクチン接種推進室長（花岡知己） 

ガイドラインに従って隔年でいきたいというふうに考えております。 

●委員長（前川文博） 

  ほか、よろしいですか。 

○委員（澤史朗） 

先ほどの住田委員の保育園の話があった３４ページです。ちょっとそれと関連すると

思うんですけれども、保育所の施設運営補助金の中の説明で、用務員さんを募集したけ

ども採用ができなかったというようなことがありましたけれども、こういったほかにも

基準に満たずとかというところでの減額があったんですけれども、人件費的なところと

いうか、採用予定が採用できなかった場合の保育園の運営自体に支障はなかったのか。

どこをどうやってカバーしていたのか、それを教えていただけますでしょうか。 

□子育て応援課長（今村安志） 

保育園自体については、待機児童とかそういったものはございません。ただ、保育園

のほう、市のほうでいいますと、正職であったり会計年度任用職員というようなところ

でパートさんがいらっしゃいます。その中で無理無理というわけではないんですけれど

も、そういったパートさんがスポット的に入って毎日来るとかではなくて、スポット的

に入ったりしながら、一時保育とかそういったところは予約制になっていたりするもの

ですから、そういった来るというときに改めてお願いして、人に来てもらうと。そんな

ようなところでやっているところです。また、ことしについてはコロナというようなと

ころで、利用者さんのほうが利用控えとかそういったところもございましたので、そう

いったところで何とか運営できていたというところもございます。 

○委員（澤史朗） 

ことしの場合はコロナでその一時保育とかでも利用控えがあったのかなということ

で、とりあえず今年度、令和２年度にはよかったのかもしれませんけれども、今後そう

いった保育園、未満児さんから以上児さんまでたくさんいらっしゃるわけですけれども、

いつも保育士が足りないとかというふうで、一時保育も予約制でなかなか保育士さんが
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登録しようと思っても、決まった仕事があるわけではないのでいつ呼び出されるかわか

らない。そして、その割には時給というか、それがそれほどでもないというような現状

があるかと思うんですけれども、そういったところの今後それをカバーするような体制

というか、最低これだけ保証できるから登録してくださいよというようなことというの

は、先ほどの住田委員の話で今後の計画ですね、そういったことを踏まえて視野に入れ

られているんでしょうか、どうでしょうか。 

□子育て応援課長（今村安志） 

試算の中では将来推計１０年後というところでは、今よりも３割ほど減るのではない

かという試算が出ているところでございます。昨年の出生者が、約１０８人というとこ

ろで、７０人くらいになるのではないかなというところでございます。ただ、これまで

以上児については、保育士の確保というところでは全然問題はございません。未満児と

いうところが年々増えているところでもございます。 

今、ゼロ歳児の入園率ですと、大体２割から３割くらいの間で、１歳、２歳について

は約５割の方が入園していただいております。 

以上児３歳、４歳、５歳児については、ほぼ１００パーセントというところの中で、

とあわせてまた加配保育士というところもございます。年々やっぱりちょっと人数だけ

で調整するわけではないんですけど、そういったところも加味しながら、将来について

各私立保育園とか公立も含めてなんですけども、うちうちでちょっと話はしているとこ

ろです。ただ、私立保育園のほうでも、将来計画というところがなかなかままならない。

保育士不足というところは飛騨市だけでなくて、高山市、飛騨市、飛騨地域、また岐阜

県、全国に関わるものでございます。そういったところで、来年度については保育士を

確保するようなところで、支援員の研修というようなところを考えております。 

そういった研修を受けることによって、未満児保育の補助とかそういったところがで

きるのではないかと、またというところを考えておりまして、そういったことを考慮し

ながらまた保育士の確保とかをしていきたいというふうに思っているところです。 

□市民福祉部長（藤井弘史） 

ちょっと補足させていただきます。新年度予算のほうでまた提案をさせていただくん

ですけども、今も子育て応援課長が申しましたように、１点目は子育て支援員の育成で

す。２点目が、これは介護人材の不足ということにあわせて一緒に、令和３年度におき

ましては、私立の保育園の保育士の確保支援というのを１つあげて新規であげさせてい

ただきました。 

内容といたしましては、保育士の就職奨励金の創設、それから保育士賃貸借家賃補助

金の創設、それから保育所求人支援補助金の創設、それから空き家社宅化支援補助金の

創設というようなかたちで、新規これ保育士のほうも盛り込ませていただいております

ので、令和３年度はそんなかたちで向かっていきたいなということを思っております。 

以上です。 
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●委員長（前川文博） 

ほか、よろしいですか。 

○委員（高原邦子） 

３３ページです。児童福祉費のほうで、入園入学準備金購入支援金、そして児童扶養

手当給付金、母子父子ですね。これというのはどういった意味で減額なんですか。 

□子育て応援課長（今村安志） 

入園入学準備品については、これは令和２年に入学された方、保育園であったり小学

校、中学校、高校というところで入られた方が、ランドセルであったり制服とかそうい

ったものを購入するための費用というところで、精算をしていただくというところでご

ざいます。実際、予定しておりました９５．６パーセントの方が申請していただいたと

ころでございます。というところでの精算になります。 

金額については、保育園が実績ですと１３３名、そして小学校が１６１名、中学生が

１７８名、高校生１９４名というところになっております。 

また、児童扶養手当の給付金の関係でございますけれども、こちらについても最終的

な３月までを見越しながらというところでございます。こちらについては、予定してい

た方が転出であったり、結婚されたりというところで資格喪失されたというところでの

減額ということになっておりますので、お願いいたします。以上です。 

○委員（高原邦子） 

父子分のところなんですけど、これ４割近くじゃないですか、減額が。その方々、皆、

結婚されたということなんですか。 

□子育て応援課長（今村安志） 

父子分についても当初見込んでおりました金額ではなくて、全額支給というものでは

なくて、一部支給とかそういったところになった要因が大きいと思います。 

○委員（高原邦子） 

次年度の予算にもこういったものは反映されていくとは思うんですけれど、それにし

ても額が下がってきたんなら、途中で１２月でも見直しとかそういうことはできなかっ

たんですか。こういったものは最後までたばっておくというか、３月の最後まで補正予

算は減額するまでいるんですか。やっぱり残していかなければいけないのもわかるんで

すけど、これ７１５万円に対して、２８２万円ですよね。途中見ていればわかりそうな

ものなんですけど、そういった福祉関係のところでは、減額補正とかいうのはできるだ

けしないように、万が一のことがあったりと、そういう考えで進められていらっしゃる

のでしょうか、いかがですか。 

□子育て応援課長（今村安志） 

議員、ご指摘のとおりでございます。ただ、支払いができないというところも心配も

しながらというところもございますが、ある程度見通しが立ったところで本来ならする

べきであったかというふうに思っております。今後、気をつけさせていただきます。 
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●委員長（前川文博） 

  ほか、よろしいですか。 

  （「なし」との声あり） 

●委員長（前川文博） 

  ないようですので、これで質疑を終わります。 

 

◆議案第４３号 令和２年度飛騨市国民健康保険特別会計補正予算（補正第４号） 

●委員長（前川文博） 

  次に、議案第４３号、令和２年度飛騨市国民健康保険特別会計補正予算（補正第４号）

を議題といたします。説明を求めます。 

□市民福祉部長（藤井弘史） 

  それでは、議案第４３号、令和２年度飛騨市国民健康保険特別会計補正予算（補正第

４号）についてご説明申し上げます。 

今回の補正は、事業勘定の歳入歳出にそれぞれ３，１３０万２，０００円を追加し、

総額を２６億９，５８９万４，０００円、直営診療施設勘定の歳入歳出に、それぞれ３，

８４０万９，０００円を減額し、総額を２億１，３２０万４，０００円とするものです。 

事業勘定における今回の補正のポイントは、５点ございます。 

まず１点目につきましては、人件費の調整です。 

２点目につきましては、保険給付費の不足見込み分の追加でございます。これには、

全額県費をあてさせていただいております。 

それから３点目には、歳入におきまして、まず国では災害臨時特例補助金、コロナの

関係でございますけれども、減免にかかる分の補助金を受け入れをしております。 

それから県費につきましても、特別調整交付金の受入れ調整で、こちらもコロナ減免

の関係での保険料の減免の関係、それから市民病院分もございます。 

それから４点目は、特定健診の委託料の精算でございます。 

５点目といたしましては、予備の財源調整を図っているところでございます。 

それでは、７ページをお開きください。まず歳入でございます。 

１目、保険給付費等交付金でございまして、普通交付金につきましては、先ほど申し

ました保険給付費のほうへ充当させていただきました。 

それから、特別交付金につきましては内訳といたしましては、診療所分が７４万４，

０００円、それから２つ目といたしましては、保険料減免で１５９万７，０００円、主

にコロナの減免の関係でございます。１０分の４の部分でございます。神岡市民病院分

で１４１万円でございます。 

９ページをお願いいたします。 

最下段ですね、国庫支出金の災害臨時特例補助金につきましては、１つ目といたしま

しては東日本大震災の分のほうの減免分６万８，０００円と、それから２つ目といたし

ましては、コロナの関係の現年保険料の減免分、２０３万４，０００円、１０分の６に
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あたる分でございます。 

１０ページをお願いいたします。 

歳出のほうでございます。療養費の分でございますけれども、療養費、高額療養費と

もに不足分の補正をするものでございまして、県の調整交付金をあてさせていただいて

おります。 

１２ページをお願いいたします。 

上段、特定健診、それから保健指導事業費でございます。実績見込みにより精算減額

をさせていただいております。 

それから下段の繰出金の関係でございます。直診勘定の繰出金につきましては、診療

所の運営費の分です。それから病院事業の繰出金につきましては、市民病院の救急患者

受入態勢支援事業というものでございまして、外部医師によります夜間・休日の賃金、

交通費につきましての補助金があったものですから、そのまま繰り出しをするというも

のでございます。 

１３ページ、予備費につきましては、財源調整をさせていただいたところでございま

す。 

続きまして、直営診療施設勘定についてご説明を申し上げます。 

２５ページからとなります。今回の補正のポイントにつきましては、４点ございます。 

まず１点目は、診療報酬と収入の減につきましてです。これはコロナ感染症によりま

して受診控えですとかがあったこと、それから、ジェネリック医薬品の使用によりまし

て減額ということになっている分でございます。 

それから２点目は、先ほど申しました事業勘定のほうの特別調整交付金の決定による

調整でございます。 

それから３点目は、河合宮川診療所の発熱外来診療体制確保支援補助金、これが決ま

ってきましたものですからその補助金の受入れでございます。 

それから４点目は、こどものこころクリニック、人件費及び研修費につきまして、一

般会計へ移行したことに伴う調整でございます。 

簡単ですが、以上で説明を終わります。 

●委員長（前川文博） 

  説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

  （「なし」との声あり） 

●委員長（前川文博） 

  ないようですので、これで質疑を終わります。 

 

◆議案第４４号 令和２年度飛騨市後期高齢者医療特別会計補正予算（補正第１号） 

●委員長（前川文博） 

  次に、議案第４４号、令和２年度飛騨市後期高齢者医療特別会計補正予算（補正第１

号）を議題といたします。説明を求めます。 
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□市民福祉部長（藤井弘史） 

  それでは議案第４４号、令和２年度飛騨市後期高齢者医療特別会計補正予算（補正第

１号）についてご説明申し上げます。 

今回の補正は、歳入歳出にそれぞれ２０万６，０００円を減額し、総額を４億２，３

２９万４，０００円とするものです。 

４ページをお願いいたします。 

４ページ、歳入０３款、繰入金でございまして、２目の保険基盤安定繰入金のマイナ

ス２０万６，０００円でございますが、繰入金の確定に伴いまして歳入歳出増額を減額

調整するものでございます。 

それから６款の国庫支出金につきましては、税制改正に伴いましてシステム改修を行

ったことによる国庫補助金の受け入れでございます。 

以上で説明を終わります。 

●委員長（前川文博） 

  説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

  （「なし」との声あり） 

●委員長（前川文博） 

  ないようですので、これで質疑を終わります。 

 

◆議案第４５号 令和２年度飛騨市介護保険特別会計補正予算（補正第３号） 

●委員長（前川文博） 

  次に、議案第４５号、令和２年度飛騨市介護保険特別会計補正予算（補正第３号）を 

議題といたします。説明を求めます。 

□市民福祉部長（藤井弘史） 

  議案第４５号、令和２年度飛騨市介護保険特別会計補正予算（補正第３号）について

ご説明申し上げます。 

  今回の補正は、保険勘定の歳入歳出にそれぞれ７，１７７万７，０００円を減額し、

総額を３３億４，５６１万１，０００円とするものです。 

予算書７ページをお開きください。 

今回の補正のポイントにつきまして、歳入では国庫支出金、それから支払基金交付金、

県支出金を決算見込みベースで調整をしたところでございます。 

それから２点目につきましては、介護保険料のコロナ減免に対する国庫補助金を計上

させていただいたところでございます。 

１１ページをお開きください。 

歳出のほうにつきましては、１点目でございますが、人件費の調整をしております。 

それから２点目につきましては、介護給付費を決算見込みベースで見込んで調整をさ

せていただいたところでございます。 

大変簡単ですが、説明は以上です。 
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●委員長（前川文博） 

  説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

  （「なし」との声あり） 

●委員長（前川文博） 

  ないようですので、これで質疑を終わります。 

 

◆休憩 

●委員長（前川文博） 

  説明職員入れ替えのため、暫時休憩といたします。 

 

  （ 休憩 午前１１時３８分  再開 午前１１時４０分 ） 

 

◆再開 

●委員長（前川文博） 

  休憩を解き、会議を再開いたします。 

 

◆議案第４２号 令和２年度飛騨市一般会計補正予算（補正第９号）   

     【環境水道部所管】 

●委員長（前川文博） 

  議案第４２号、令和２年度飛騨市一般会計補正予算（補正第９号）の環境水道部所管

の歳入、歳出予算を議題といたします。説明を求めます。 

□環境水道部長（大坪達也） 

  それでは、環境水道部所管の一般会計補正予算について説明いたします。 

１３ページをお願いいたします。 

中ほどにあります分担金及び負担金の中の０２衛生費負担金でありますが、説明等に

ありますように汚泥再生処理センター、北吉城クリーンセンターの施設負担金でありま

す。これは事業料減に伴い、負担金の減額を行うものであります。 

１５ページをお願いいたします。 

中ほど０３の衛生費国庫補助金、清掃費補助金で循環型社会形成推進交付金でありま

す。これは実績により減額をするものであります。 

１８ページをお願いいたします。 

０３の衛生費県補助金、清掃費の補助金、合併処理浄化槽設置整備事業補助金、これ

も今、国費と同じで実績にあわせて補助金を減額するものであります。 

その下、清流の国ぎふ推進補助金、これは複数事業の１つとしてごみ減量化事業を申

請しておりましたが、別事業が採択されたため、今回、減額補正するものであります。 

２０ページをお願いいたします。 

利子及び配当金、説明欄の０１０清掃施設整備事業基金利子、０１６小水力発電事業
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基金利子、これは実績にあわせて補正をするものであります。 

３７ページをお願いいたします。 

中ほど、衛生費の０１清掃総務費でありますが、負担金、補助金及び交付金、合併処

理浄化槽設置整備事業補助金であります。当初７人槽を４基で計画しておりましたが、

実績で７人槽１基となったため、それにあわせて補正するものであります。 

次にじん芥処理費、これは飛騨市クリーンセンターの経費をここで支出しております

が、職員手当共済金につきましては、必要見込み額を補正するものであります。 

次に需用費の燃料費、次ページにあります施設運転材料費、これにつきましては見込

み使用量から不用額を減額するものであります。 

次に工事請負費であります。市有施設の照明器具調査の結果、ＰＣＢ含有量の器具数

量が想定より少なかったため、今回補正するものであります。 

次に、し尿処理費、ここは北吉城クリーンセンター、みずほクリーンセンターの経費

を支出しております。 

需用費の燃料費、光熱水費、施設運転材料費につきまして、使用量見込みから不用額

を減額するものであります。 

次に工事請負費、これにつきましては北吉城クリーンセンターの中継施設としての利

用を見込み、修繕箇所が減ったため修繕費の減を行うものであります。 

次に、原材料費、これは年度末までの見込み材料費から不用額を今回減するものであ

ります。 

以上で説明を終わります。 

●委員長（前川文博） 

  説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

○委員（澤史朗） 

先ほど歳入のところで、１３ページですか、これ事業量の減で、減額したというお話

ですけれども、この事業量が減った理由というか、それというのはわかりますでしょう

か。 

□環境水道部長（大坪達也） 

先ほどいいました修繕料の減ったものとかそういうものに対して、事業費が減って、

当然、それに対する負担金も減るということでございます。 

●委員長（前川文博） 

ほか、ありますか。 

○委員（高原邦子） 

１５ページ、国庫補助金の清掃費補助金、００１循環型社会形成推進交付金、これも

事業がということだったんですが、歳入として２５パーセントしか入ってきてないわけ

です。４分の３がどういったものが実施できて、どういったものができなかったんでし

ょうか。 
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□環境水道部長（大坪達也） 

これは具体的にいいますと、合併処理浄化槽の設置事業に対する補助金でありまして、

先ほどいいましたように、予算では４基を見込んでおりましたが、実際は１基の実施と

いうことで、その分の減額となっております。 

●委員長（前川文博） 

ほか、ありますか。 

○委員（籠山恵美子） 

１８ページの県支出金の０３衛生費県補助金のところの説明ですけど、清流の国ぎふ

推進補助金の減額、これごみ減量が採択されたんじゃなくて別事業が採択されたという

説明でしたが、どういう事業がかわりに採択されたんですか。 

□財政課長（上畑浩司） 

清流の国ぎふ推進補助金につきましては、令和２年度の当初予算におきまして、いく

つかの申請をする予定の事業を予算計上しておりました。その結果、県の中で採択され

るものと不採択になるものといろいろ色分けされまして、不採択になった部分について

は他の事業でさらに申請をするということを重ねまして、補助金を受け取るように尽力

してまいりました。結果的に、当初予算で予定をしておりましたごみ減量化の補助金に

ついては、不採択になったということで、かわりに例えば総務課のデマンドタクシーの

車両購入ですとかそういったもので補助金を受け入れるようなことになったということ

でございます。 

○委員（籠山恵美子） 

つまり衛生費の中の事業で別事業が採択されたのではなくて、飛騨市があげている申

請事業の中の別課、別部の事業が採択されたということなんですね。 

□財政課長（上畑浩司） 

そのとおりでございます。 

●委員長（前川文博） 

ほか、よろしいですか。 

○委員（高原邦子） 

この予算書の中にでどうのということはないんですけど、プラスチックの削減のため

にスーパー袋とかそういうのが有料になりましたよね。そうしましたら、市民と語る会

のところでもよく出ていたんですけれど、今までだったらコンビニで買ったものを入れ

て、そして家まで持っていってくれると、食べたものとか。ところが、そういうのがな

いもんだから、道に、道路側にもうすごく捨てて、ひどいことをボランティアでされて

る方が本当にひどいんだということを言っていましたけど、そういったポイ捨てのごみ

のことで環境部のほうにいろんな相談ごととか苦情とかきていませんか。 

□環境水道部長（大坪達也） 

  道路上のごみについて何件かきていることはありますが、それがポリ袋の有料化とど

んな関係があるかどうかというのは、ちょっと私どものほうではつかめません。 
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○委員（高原邦子） 

そういったことに対しては、どのように対応されていらっしゃいますか。 

□環境水道部長（大坪達也） 

今までも行っておりましたが、広報等の啓発活動及びパトロールをしてごみ等の不法

投棄を減らすようなことをしております。 

○委員（高原邦子） 

  今の環境問題でいろんな意味でプラスチックが今度、スプーンとかそういうのも皆有

料になるとかいろんなことを言われていますね。私はどういったらいいのか、ポイ捨て

とかそういうのをぱっと家にまで持っていかなくて、道端に捨てられる方がいらっしゃ

る中でどうかなとかいろんな思いがあるんですけど、国の政策とかそういったものには、

飛騨市は追随と言うとおかしいんですけど、それに沿って計画とかそういうのはこれか

らも立てていかれるんですか。 

□環境水道部長（大坪達也） 

議員言われましたように、国県との計画にあわせて行うもの、また市独自で行うもの

の両方あると考えております。 

●委員長（前川文博） 

  ほか、よろしいですか。 

  （「なし」との声あり） 

●委員長（前川文博） 

  ないようですので、これで質疑を終わります。 

 

◆議案第４６号 令和２年度飛騨市公共下水道特別会計補正予算（補正第１号） 

●委員長（前川文博） 

  次に、議案第４６号、令和２年度飛騨市公共下水道特別会計補正予算（補正第１号）

を議題といたします。説明を求めます。 

□環境水道部長（大坪達也） 

  それでは、公共下水道事業特別会計の補正予算について説明いたします。 

５ページをお願いいたします。 

５ページ歳入であります。利子及び配当金、これは基金利子減債基金利子とも実績に

あわせて減額するものであります。 

次に、一般会計繰入金、これは事業量減により、繰入金の減額をするものであります。 

次に、基金繰入金、公共下水道事業基金繰入金、これにつきましても、事業量減によ

り、減額をするものであります。 

次ページをお願いします。 

市債、下水道事業債、これも事業量減により、借り入れを減らすものであります。 

次ページをお願いいたします。 

次、歳出の一般管理費でありますが、給料、職員手当、共済費につきましては、必要
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額の見込みにより不要分を減額するものであります。 

次に、積立金は基金利子にあわせ積立額を補正するものであります。 

次に、公債費。これは、消費税確定により補正するものであります。 

次ページをお願いいたします。 

次、整備費のほうでありますが、古川管渠施設整備事業、これの委託費、調査測量設

計委託でありますが、これは精査により不用額を減するものであります。 

次に、船津管渠施設の整備費、これの委託料の調査測量設計委託料、環境内調査委託

料、これらにつきましても、精査により不用額を補正するものであります。 

次、工事請負費、これは国道の同調事業が確定したために不用額を減するものであり

ます。 

次に、古川処理場施設の整備事業費、調査測量設計委託でありますが、これも精査に

より不用額を減するものであります。 

次に、公債費でありますが、元金の償還金、利子の償還金につきまして借り入れの見

直しにより今回補正するものであります。 

以上で説明を終わります。 

●委員長（前川文博） 

  説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

  （「なし」との声あり） 

●委員長（前川文博） 

  ないようですので、これで質疑を終わります。 

 

◆議案第４７号 令和２年度 飛騨市特定環境保全公共下水道特別会計補正予算（補正第１

号） 

●委員長（前川文博） 

次に、議案第４７号、令和２年度、飛騨市特定環境保全公共下水道特別会計補正予算

（補正第１号）を議題といたします。説明を求めます。 

□環境水道部長（大坪達也） 

  それでは、特定環境保全公共下水道事業の特別会計の補正予算について説明いたしま

す。４ページをお願いいたします。 

歳入の利子及び配当金、これは減債基金利子を実績にあわせて補正するものでありま

す。一般会計繰入金、これは事業量減により、繰入額を補正するものであります。 

次ページをお願いいたします。 

次、歳出の一般管理費であります。給料、職員手当、共済費につきましては、見込み

により必要額を補正するものであります。積立金につきましては、減債基金利子にあわ

せ補正を行うものであります。 

次に、公債費は消費税額の確定により補正するものであります。 

次に、施設整備費の袖川施設の整備事業費、調査測量設計委託料、これは精査により
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不用額を減するものであります。 

公債費につきましては、借り入れ見直しにより補正を行うものであります。 

次ページをお願いいたします。 

公債費の利子、これにつきましても、利子償還金につきまして借り入れの見直しによ

り補正を行うものであります。 

以上で説明を終わります。 

●委員長（前川文博） 

  説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。 

  （「なし」との声あり） 

●委員長（前川文博） 

  ないようですので、これで質疑を終わります。 

 

◆議案第４８号 令和２年度 飛騨市下水道汚泥処理事業特別会計補正予算（補正第１号） 

●委員長（前川文博） 

  次に、議案第４８号、令和２年度飛騨市下水道汚泥処理事業特別会計補正予算（補正

第１号）を議題といたします。説明を求めます。 

□環境水道部長（大坪達也） 

  それでは、下水道汚泥処理事業特別会計の補正予算についてご説明いたします。 

４ページをお願いいたします。 

歳入の一般会計繰入金、これは事業料減により、繰入額を補正するものであります。

次ページお願いいたします。 

歳出の一般管理費、給料、職員手当、共済費につきまして、見込みによる不用額を補

正するものであります。 

次に、施設管理費の需用費、燃料費、光熱水費につきまして、需要見込みを精査し、

不用額を減額するものであります。 

次に、委託料の産業廃棄物処理委託料、産廃物運搬委託料、これにつきましては処理

量の確定により精算を行うものであります。 

以上で説明を終わります。 

●委員長（前川文博） 

  説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。 

  （「なし」との声あり） 

●委員長（前川文博） 

  ないようですので、これで質疑を終わります。 

 

◆休憩 

●委員長（前川文博） 

  説明職員入れ替えのため、暫時休憩といたします。再開は、午後１時といたします。 
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  （ 休憩 午前１１時５８分  再開 午後１時００分 ） 

 

◆再開 

●委員長（前川文博） 

  休憩を解き、会議を再開いたします。 

 

◆議案第４２号 令和２年度飛騨市一般会計補正予算（補正第９号） 

        【農林部所管】 

●委員長（前川文博） 

  議案第４２号、令和２年度飛騨市一般会計補正予算（補正第９号）の農林部所管の歳

入、歳出予算を議題といたします。説明を求めます。 

□農林部長（青垣俊司） 

  それでは、令和２年度飛騨市一般会計補正予算（補正第９号）の農林部所管の事業に

ついて説明をさせていただきます。 

予算書の歳出のほうで説明をさせていただきます。 

予算書３０ページをお願いします。 

総務費、中段、地籍調査事業費、地籍調査測量等委託料の減額につきましては、事業

費の確定による減額です。 

続きまして、少しとんで３８ページをお願いします。 

下段、農業費、農業総務費については、人件費です。 

次の３９ページです。 

農業振興費、委託料、調査測量設計委託料の減額については、杉崎土地改良の計画策

定、換地調整業務の事業費及び農産物直売施設の詳細設計の業務の事業費が確定したこ

とによる減額です。 

なお、この調査測量設計委託料のうち、農産物直売施設の詳細設計につきましては、

契約期間を延長し、委託料５７２万円について繰越明許ということであげさせていただ

いております。 

次の負担金、補助金及び交付金の中山間地域等直接支払交付金及び多面的機能支払交

付金の減額についても事業費の確定による減額です。 

農業次世代人材投資資金については、新規就農者に対する補助金を交付するものです

が、令和３年度に交付予定のものを前倒しして国が交付することとなったことから、今

回、増額補正を行うものです。１人当たり７５万円の７名分を予定しております。 

農業応援事業補助金の減額につきましては、別の有利な国の補助事業採択による要望

取り下げが、他の補助金の採択によって要望の取り下げがあったこと及び導入機械の仕

様変更による減額を行うものです。 

畜産業費、人工授精材料費の増額につきまして、１２月までの実績に基づき、３月末
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までの増額が見込まれる分を計上したものです。 

これについては、同額が収入として入ってくるものであり、歳入で同額をみておりま

す。 

次の４０ページをお願いします。 

林業総務費、積立金、森林整備促進基金積立金につきましては、本年度交付されます

森林環境譲与税の未充当分を積み立てるものです。 

林業振興費、委託料、調査委託料の減額は、森林経営意向調査に係る委託料の減額で

す。 

その下の伐採委託料の減額につきましては、森林環境譲与税が当初予定より増額をさ

れて前倒しで交付をされた分がありますが、そちらについて支障木の伐採等の実施に充

てることとしておりましたが、譲与税の使途にうまく合致するのに森林整備の事業箇所

がなかったということで、未充当として残ったものでございます。 

なお、この未充当金については、先ほどの基金積立のほうに回し、令和３年度以降の

大型事業に充てることとしております。 

森林所有者特定推進事業委託料の減額につきましては、今後の森林整備計画に甚大な

影響を与えるような所有者不明森林が多くは存在しなかったということで、所有者特定

業務が不要となったことによる減額です。 

負担金、補助金及び交付金のうち、森林整備地域活動支援事業補助金につきましては、

森林集約化協議会が実施する業務の実行経費が補助単価を下回ったことなどによるもの

です。 

狩猟免許等取得支援事業補助金の減額につきましては、新型コロナ感染拡大の影響に

より狩猟免許取得試験や講習会が中止したことを受け、免許取得を断念された方が見え

たことなど、当初７名の免許取得者を予定をしておりましたが、最終的には３名の見込

みとなったことから減額を行うものです。 

広葉樹のまちづくり看板製作補助金につきましては、申請件数が１件のみと少なかっ

たため減額を行うものです。 

歳出については以上です。 

歳入のほうで少し補足をさせていただきます。 

１５ページをお願いします。 

農林水産業費国庫補助金、農山漁村の振興交付金につきましては、歳出で説明しまし

た農産物直売施設の測量設計委託料の減額にあわせて、国庫補助金を減額するものでご

ざいます。 

１７ページをお願いします。 

中段、地籍調査事業補助金の減額につきましては、地籍調査の事業費の確定にあわせ

て県の補助金を減額をするものです。 

次の１８ページをお願いします。 

中段ですが、農業費補助金、中山間地域等直接支払交付金、多面的機能支払交付金の
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減額につきましても事業費の確定に伴い、交付金の減額を行うものです。 

農業次世代人材投資事業補助金につきましては、歳出でも説明をしました新規就農者

の補助金が令和３年度分は前倒し交付となって、ここについてくるものでございます。 

農業農村整備事業補助金の減額につきましては、杉崎土地改良の計画策定及び換地調

整に係る委託料の事業費確定による減額です。 

説明につきましては以上です。 

●委員長（前川文博） 

  説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。 

○委員（水上雅廣） 

  ４０ページの林業振興費の中でちょっとお聞きします。今回減額が多く計上されてい

ます。まずはじめに、この事業について、林業振興費の委託料から負担金、補助及び交

付金、ここで減額されてあるものの事業というのは、ほとんど森林環境譲与税を使った

事業でしょうか。 

□林業振興課長（二木次郎） 

この事業のうち、譲与税を使っているのが調査委託料、伐採委託料、それから森林所

有者特定推進事業委託料と広葉樹のまちづくり看板製作補助金です。ほかは譲与税では

ないです。 

○委員（水上雅廣） 

０２４の伐採委託料なんですけど、当初予算のときに説明はあったのかもしれません

けど、今も支障木の伐採という話でしたけど、もう少し細かく事業内容と、それから事

業箇所の少なかったというのは、どういう理由で少なかったのか教えていただけますか。 

□林業振興課長（二木次郎） 

令和２年度の予算要求、実は森林環境譲与税は令和元年度からはじまったんですが、

令和元年度から令和３年度までは同額で約２，３００万円ほど交付するというような予

定になっておりました。ところが、令和元年度の１２月末ぐらいに国のほうから前倒し

で令和４年度以降、約倍額で出すというふうになったんですが、その倍額を令和２年度

から前倒して出すというようなことが急遽決定したという中で、飛騨市においては付与

は二千何百万円かが前倒しで交付されるということが予算の協議のあとに実は出てきた

ということで出ていたんですが、飛騨市において危険木ですとか伐採、支障木ですね、

そういったものの課題というのもありましたので、その二千何百万円かについて、まず

そちらのほうの費用として伐採委託料としてまずあてたんですが、ところが森林環境譲

与税というのは森林整備ということで、危険木とか支障木は実は調べてみると、単木的

に切る場合、１本、数本とかというところで、譲与税の使途というのは、森林整備、面

的に一体的にしっかり間伐みたいにして整備をしていくという中でやっていきたい、や

っていくということで、これも公表していかなければいけないものですから、そういっ

たことを考える中で、なかなか単木的にやる分に市単のほうの事業でもしっかりやって

おりますので、そこでやりながら今回やるような事業とあうようなものがちょっと出て
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こなかったと。事業の譲与税の趣旨にあうようなものが出てこなかったということで、

今回そのままちょっと残してしまった部分が多いというところでございます。 

○委員（水上雅廣） 

次年度、要は令和３年度にこの事業は再計上されていますか。 

□林業振興課長（二木次郎） 

今回の伐採委託料としては、令和３年度は計上しておりません。そういった令和２年

度の予算のこと、来年度、令和３年度、協議・検討する中で、大型事業をいくつか新し

いといいますか、単年でやるような大型事業が今度、審議いただきますが、そういった

ものを出てきておりましたが、そういったものに今回しっかりあてていこうということ

で、今回、伐採委託料としてはあげておりません。 

○委員（水上雅廣） 

私の頭の中の解釈が逆になるので、嫌味たらしいことを言うかもしれませんけど、こ

ういうふうに環境譲与税が使い切れなかった。そもそもその対象にならないところで大

きな事業費があった。それが翌年度の基金に積み立てて、翌年度取り崩して次の事業に

ということですよね。だけど、一般質問のときにも言いましたけど、森林事業に資する

ところで、環境譲与税を本当は使っていただきたいなと思うんですよね。こういう支障

木のことでも、それが単木かどうかは別にして、単木じゃないところを拾いこむとか、

そういったことがあってもいいのかなと思うわけです。そういうふうな検討はされなか

ったんですか。当初予算の話なんでちょっとあれですけど。 

□林業振興課長（二木次郎） 

森林整備は当初予算のほうであれですが、ほかにも一応申請費用として予算をあげて

おります。今言っていた、例えば支障木とか危険木的なものというのは先ほどいった単

木的なものの市単、それからもう１つ、ここにある里山林整備事業という県の環境税も

使えるというところで、基本的にはできるだけその県の環境税を使える部分は使ってい

くと。来年度もその予定で、できるだけ里山林整備のほうでは必ず事業としてあげて、

そういったものには取り組んでいきたいというふうには考えておりますが、今回、譲与

税につきましては、あげていないというところでございます。 

○委員（水上雅廣） 

環境譲与税、各年の大体の試算の額は出ていません。それに対して、補正時点から当

初予算もそうですけど、何かしら通年、何年かの計画みたいなのは立てられる予定はあ

るんですか。 

□林業振興課長（二木次郎） 

  継続的にやっていく事業ということでいくつかそういうのは決めておりますが、その

ほか、ある程度、突発的ではないですけども、ある程度、事業としてやる必要があるも

のがあるということもあって、例えば来年度、再来年度も約５，０００万円ぐらいです

ね、５，０００万円くらい、またくるんですけれども、それをただまるまるそこにあて

るような計画というのは立てておりませんが、継続的にやっていく事業というのは決め
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ている事業はいくつかございます。 

○委員（籠山恵美子） 

森林環境譲税の今の関連の疑問なんですけど、飛騨市の予算概要の説明書を見ると、

森林環境譲与税は森林整備に必要な地方財源を安定的に確保する観点からつくられたも

のだと、近年は台風１５号において倒木による停電被害が拡大したとか、それから森林

の保水力が低下したことなどにより、山腹崩壊流木被害などの甚大な被害が発生してい

る事態を踏まえ、森林整備を一層推進する必要からこの譲与税を前倒しで増額されるこ

ととなってと書いてあるんですよ。そうすると、水上議員が一般質問でやった森林施業、

それから周辺のそういうものの整備にもっとこの譲与税を使ってくれないかという質問

がありましたけれども、それはこの環境譲与税の使い方と合致するものだなと思いなが

ら私は聞いていたんですよ。だけど実際に、例えば令和２年度に飛騨市が譲与税をあて

る経費として計画しているのは、それこそ広葉樹のまちづくりツアー実施事業とか、看

板製作補助事業とか、それから林業技術者担い手育成事業、これは悪いことではないと

思いますけど、そういう里山森林整備促進事業というのもありますけど、もっともっと

本当にそういう被害解消のための日常的な森林施業にもっとこの税金を使っていいはず

なのではないかなという感じがするんですね。だけど、それを一般財源でやっています

から大丈夫という態度でそういう姿勢でこの譲与税をもうちょっと違うソフト的なもの

に使おうとしているのか、そのへんの噛み合いがちょっとわからないので、どういう飛

騨市の考え方なのか、ちょっと聞きたいと思います。 

□農林部長（青垣俊司） 

森林環境譲与税については、主な使い道として森林整備、それから木材利用促進、そ

れから人材育成、そして普及啓発といったような項目があります。主なところでは、や

っぱり森林整備のところで使うものかなと思いますが、従来、飛騨市の場合、そういっ

た森林整備にはしっかりと予算立てがしてあったりすることがあって、そういったもの

について森林環境譲与税をあてるということではなく、これまで予算立てがあまりされ

てこなかった、そういったところに重点的にあてるという計画になっております。です

ので、議員言われるように、そういった森林整備、従来からの分についてはちょっと薄

いという面はあるかなと思うんですが、そういったこれまで予算立てがされてこなかっ

たところの森林整備とか、木材の利用促進とかそういったところにあてていくというよ

うな方向で、現在の森林環境譲与税は使うということで計画をしているところです。 

○委員（籠山恵美子） 

基本的には、やはりその各地の住民の方々の切実な要望というのが最優先だと思うん

ですね。そういうことをそういう地域のどうしてもここは危ないので森林施業早くやっ

てくださいよというようなことを広くやっぱり吸い上げて、どっちにしろ、優先順位は

つけなければならないかもしれませんけど、森林環境譲与税の使い方、もっといろいろ

工夫していただきたいなと思いますけど、いかがですか。 
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□林業振興課長（二木次郎） 

議員おっしゃるとおりでございまして、来年度、令和３年度はそういった現在、森林

整備が進んでいないか箇所ですね、そういった箇所について意向調査といいますか、調

査を実施して住民の方から意見をいただいて、これをやってほしいといったところにつ

いて市のほう、これは森林経営計画、そういった森林経営計画を設定してやるんですけ

れども、そういうところについては、住民の方からそういったことがあればそういった

部分は譲与税を使って森林整備を進めていくというような事業は来年度やる予定として

おります。 

○委員（水上雅廣） 

例えば広葉樹の場合は円卓会議とかはいろいろ積極的にやられて、違う業種の方々が

積極的に関与していって１つ大きな企業のようなイメージでやっていきましょうとまち

づくりの中でそんなようにやっておられる、それはそれでいいことですし、将来的な経

済活動にもなるんやろうなというふうに思います。ただ、かつては地域座談会みたいな

ことがずっとあって、その中で林業経営、あるいは今のような整備計画、そういったも

のでやってきていますよね。どういうふうに地域と地元と話をされているのか、ちょっ

と教えていただけますか。 

□林業振興課長（二木次郎） 

地域座談会、これは森林組合さんと一緒にやっているんですけども、これは今現在も

各地域で年一回か二回、ちょっと数はあれですが、各地域に座談会へ来ていただいて各

地域のそういった所有者の方々、組合員の方々ですけれども、そういった方々の意見を

聞くような場は設けております。 

○委員（水上雅廣） 

そういったときにさっきからいっておるようなこと、被害木のこともそうですし、施

業でこういうところにちょっと手が加えられないかとか、支援はしていただけないかと

かという話というのは出てきますか。 

□林業振興課長（二木次郎） 

こういったことをやってほしいとか意見としてあるのは聞いております。 

○委員（水上雅廣） 

多分、森林組合が主になって会議を招集されてやっておられるところに、市の職員も

入っていって、一緒に今、協議されるのか、意見を聞かれるのかですけど、できればそ

ういったときに積極的に参画をしていただいて、もっと施業全般に対して細かく手当て

ができるようなことをできれば考えいただきたい。譲与税の使途もそうなんですけど、

私この間言ったのは、その林道の話もしましたけど、大きな林道の話をして何千万の規

模を使ってくれという話ではないんです。本当の修繕でいいんですよ。とおれるように。

そういうことを言ったんですけど、どうも答弁はそうではなくて、やっぱり大きい事由

のことばかり目先がいって、そういうところで少し目を向ければ譲与税の使い道は相当

出てくるんじゃないかなという気がするので、１回検討していただきたいなと思うんで
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すけれども、そういうことをお願いできませんかね。 

□林業振興課長（二木次郎） 

森林組合が中心でやっていただいている座談会に私たちがいくようなかたちになって

いますが、そういったところには必ず顔を出して意見を聞きながら反映できるものは反

映、しっかりと取り組んでいきたいなと思っております。 

●委員長（前川文博） 

  ほか、ありますか。 

  （「なし」との声あり） 

●委員長（前川文博） 

  ないようですので、これで質疑を終わります。 

 

◆休憩 

●委員長（前川文博） 

  ここで職員入れ替えのため、暫時休憩といたします。入れ替わり次第、再開いたしま

す。 

 

  （ 休憩 午後１時２４分  再開 午後１時２５分 ） 

 

◆再開 

●委員長（前川文博） 

  それでは休憩を解き、会議を再開いたします。 

 

◆議案第４２号 令和２年度飛騨市一般会計補正予算（補正第９号） 

        【商工観光部所管】 

●委員長（前川文博） 

議案第４２号、令和２年度飛騨市一般会計補正予算（補正第９号）の商工観光部所管

の歳入、歳出予算を議題といたします。説明を求めます。 

□商工観光部長（清水貢） 

  歳入から説明をいたします。 

予算書の１８ページ、最下段、商工費県補助金、２事業の補助金の増と減があります

が、これはいずれも事業の精算によるものでございます。 

続きまして、歳出をお願いいたします。 

３８ページ、中ほど、労働諸費の雇用調整支援金につきましては、国の雇用調整助成

金を活用した場合の企業の自己負担分を全額補助するものでございますが、今回、不足

見込み分を制し、全額を繰り越すものでございます。 

４１ページ、中ほど、商工振興費のうち、女性高齢者等社会進出促進補助金は古川町

内の事業所がトイレ改修を行ったものに対する補助でございます。 
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なお、当初予算分で既にほかの事業所に補助を行っているため、不足が見込まれるた

めの補正をするものでございます。 

飛騨市がんばれプレミアム事業負担金につきましては、コロナ対策第５弾で実施いた

しましたプレミアム率２０パーセントの商品券発行と、電子通貨さるぼぼコインを活用

した事業でしたが、事業完了による精算でございます。 

その下、観光費の報償費、それから４２ページの負担金、補助及び交付金までの各節

の減につきましては、事業費確定及び縮小・中止などによる減額でございます。 

以上で説明を終わります。 

●委員長（前川文博） 

  説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。 

  （「なし」との声あり） 

●委員長（前川文博） 

  ないようですので、これで質疑を終わります。 

 

◆議案第４９号 令和２年度飛騨市駐車場事業特別会計補正予算（補正第１号） 

●委員長（前川文博） 

  次に、議案第４９号、令和２年度飛騨市駐車場事業特別会計補正予算（補正第１号）

を議題といたします。説明を求めます。 

□商工観光部長（清水貢） 

  議案第４９号、令和２年度飛騨市駐車場事業特別会計補正予算（補正第１号）を説明

いたします。今回の補正につきましては、２６０万８，０００円を追加し、歳入歳出の

総額を７３０万８，０００円とするものでございます。 

４ページをお願いいたします。 

歳入につきましては、前年度繰越金が主なものでございます。 

５ページの歳出です。除雪委託料と駐車場事業基金積立金を計上いたしました。 

以上で説明を終わります。 

●委員長（前川文博） 

  説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。 

  （「なし」との声あり） 

●委員長（前川文博） 

  ないようですので、これで質疑を終わります。 

 

◆休憩 

●委員長（前川文博） 

  説明職員入れ替えのため、暫時休憩といたします。入れ替わり次第、再開いたします。 

 

  （ 休憩 午後１時２９分  再開 午後１時３０分 ） 
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◆再開 

●委員長（前川文博） 

  休憩を解き、会議を再開いたします。 

 

◆議案第４２号 令和２年度飛騨市一般会計補正予算（補正第９号） 

        【基盤整備部所管】 

●委員長（前川文博） 

  議案第４２号、令和２年度飛騨市一般会計補正予算（補正第９号）の基盤整備部所管

の歳入、歳出予算を議題といたします。説明を求めます。 

□基盤整備部長（青木孝則） 

  基盤整備部の説明させていただきます。 

７ページお願いします。繰越明許費の補正ですが、農林水産業費の林業費につきまし

ては、公共林道整備事業で３路線、土木費の土木管理費で地域基盤振興費では２路線、

道路橋梁費では社会資本総合整備の道路分として１路線、道路橋梁費の市単道路改良事

業につきましては、１路線、１箇所。河川事業につきましては、１河川。都市計画費に

つきましては、都市計画マスタープランの改定の事業について１事業でございます。 

１２ページお願いいたします。 

下段、分担金及び負担金の分担金、農林水産業費の分担金です。 

農業費分担金で県事業分担金ですが、岐阜県の補正に伴う増額２事業でございます。 

次ページお願いします。 

上段の災害復旧費分担金、農地・農業用施設災害復旧費の分担金でございます。こち

らにつきましては、実施設計に伴う精査と入札差金による減額で、２つの農地でござい

ます。 

１５ページお願いいたします。 

国庫支出金の国庫補助金ですが、下段、土木費国庫補助金、社会資本整備総合交付金

の、まず道路橋梁事業ですが、国の３次補正予算に伴う増額、１路線でございます。 

地域住環境事業につきましては、事業費の確定に伴う減額でございます。 

１６ページお願いします。 

中段の災害復旧費国庫補助金ですが、公共土木施設災害復旧費の補助金でございます。

こちらにつきましても、実施設計による精査と入札差金による減額でございます。 

１８ページお願いします。 

県支出金、県補助金ですが、農林水産業費の県補助金です。 

下段の林業費補助金ですが、県単林道の事業補助金、事業費の確定に伴う減額で３路

線分です。 

次の農山漁村地域整備交付金ですが、こちらにつきましても補助金の確定に伴う増額

でございます。林道橋梁の点検でございます。 

次ページお願いします。 
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土木費の県補助金です。住宅費補助金で、建築物等耐震化促進事業費の補助金です。

事業費確定に伴う減額でございます。 

災害復旧費の補助金ですが、農地農業施設の災害復旧費補助金です。こちらも、実施

設計による精査及び入札差金と、こちらのほうは増工申請ということで、補助率をあげ

る申請もしております。それに伴う確定がありまして、トータルで減額ということにな

っております。 

３９ページをお願いします。 

農林水産業費の農業費の農地費、下段でございます。委託料、調査測量設計委託料に

つきましては、事業費の確定に伴う減額、排水路１箇所分です。 

負担金、補助及び交付金につきましては、県営事業の負担金で、先ほど申しました岐

阜県の補正に伴う増額、２事業でございます。 

次ページお願いします。 

下段の林道費になります。委託料、調査測量設計委託料ですが、事業費の確定に伴う

減額で、こちらは橋梁点検と林道２路線分。 

工事請負費につきましては、事業費の確定に伴う減額、林道３路線分でございます。 

４２ページお願いします。 

土木費の道路橋梁費、道路橋梁総務費ですが、備品購入費で、こちらは除雪ドーザ２

台、今年度は購入しておりますが、こちらの入札差金による減額でございます。 

下段の道路新設改良費の委託料ですが、次ページをお願いします。 

調査測量設計委託料で事業費の確定に伴う減額です。こちらにつきましては、残土受

け入れ地関連のものでございます。 

工事請負費、道路新設改良費につきましては、国の３次補正予算に伴う事業費の前倒

しで行う事業、１路線分でございます。 

河川費、急傾斜地対策事業費ですが、負担金、補助及び交付金です。こちらのほうは、

県営事業負担金で、神岡町の急傾斜地が１箇所、県の補正によって採択されましたので

そちらのほうに伴う負担金でございます。 

次ページお願いします。 

住宅費の住宅対策費です。委託料につきましては、事業費確定に伴う減額、木造住宅

耐震診断６件がございました。 

工事請負費につきましては、市道壱之町線、無電柱化事業促進のための増額、減額に

なった分を組み替えて、こちらのほうで工事を進めるというものでございます。 

負担金、補助及び交付金につきましては、事業費確定に伴う減額です。 

木造住宅耐震補強工事助成補助は３件、アスベスト対策については申請がございませ

んでした。 

４９ページお願いします。 

災害復旧費、農林水産業施設災害復旧費で、こちらのほうは工事請負費、実施設計に

よる精査及び入札差金による減額で、農地２箇所、ため池１箇所ございました。 
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公共土木施設災害復旧費につきましては、工事請負費でこちらにつきましても実施設

計による精査及び入札差金による減額で、市道３路線分でございます。 

以上で説明を終わります。 

●委員長（前川文博） 

  説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。 

○委員（葛谷寛德） 

４３ページの神岡で今、急傾斜地に決まったという箇所はどこですか。 

□建設課長（横山裕和） 

神岡地区の市民病院付近の白山地区という急傾斜地エリアでございます。 

●委員長（前川文博） 

ほか、ありますか。 

○委員（籠山恵美子） 

４２ページの道路橋梁総務費の車輌購入費のところ、入札差金による減額とおっしゃ

いましたか。これ金額が大きいんですけど、どういう内容でどういう車輌購入したんで

すか。減額の額が大きいんですけど。 

□建設課長（横山裕和） 

本年度購入いたしましたのは、河合地区に配備しました除雪ドーザ１台と、宮川地区

に配備しました除雪ドーザにロータリー機能のついたドーザを１台でございます。こち

らのほうが当初予算額で合計２台分で６，９００万円の当初予算を組ませていただきま

したが、実施の結果、河合地区のドーザにつきましては、１，７６０万円、宮川地区の

ドーザにつきましては、３，１９０万円ということで落札がされまして、合計４，９５

０万円ということでございましたので、その分を減額をさせていただくということでご

ざいます。 

○委員（籠山恵美子） 

予定どおりほしい機種というか、ほしい規模のものをちゃんと購入できてこの差金が

出たという理解でいいんですか。 

□建設課長（横山裕和） 

こちらの望む機能を入札していただきまして、思ったとおりのものが納入されており

ますので、機能については問題ございません。 

●委員長（前川文博） 

  ほか、ありますか。 

  （「なし」との声あり） 

●委員長（前川文博） 

  ないようですので、これで質疑を終わります。 
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◆休憩 

●委員長（前川文博） 

  説明職員入れ替えのため、暫時休憩といたします。入れ替わり次第、再開いたします。 

 

  （ 休憩 午後１時４１分  再開 午後１時４２分 ） 

 

◆再開 

●委員長（前川文博） 

  休憩を解き、会議を再開いたします。 

 

◆議案第４２号 令和２年度飛騨市一般会計補正予算（補正第９号） 

        【教育委員会所管】 

●委員長（前川文博） 

  議案第４２号、令和２年度飛騨市一般会計補正予算（補正第９号）の教育委員会所管

の歳入、歳出予算を議題といたします。説明を求めます。 

□教育委員会事務局長（谷尻孝之） 

  それでは、教育委員会事務局所管の令和２年度補正予算につきましてご説明させてい

ただきます。お手元にあります予算書の１３ページをお願いいたします。 

まずは歳入からご説明します。１３ページの最下段をごらんください。 

次ページの上段にもちょっと及ぶんですけども、教育使用料でございます。いずれも

コロナの影響によりまして利用者が減少したことに伴います減額補正となります。 

次に１５ページをお願いいたします。最下段をお願いいたします。 

こちらのほうも次ページにも及びますが、教育費国庫補助金となります。ほとんどが

入札差金や事業量の確定によります調整となるところでございます。 

中ほどにあります社会教育費補助金のうち、００３文化資源活用事業補助金につきま

しては、７月４日から開催しました伝統漁法・魚食文化展につきまして文化庁の補助金

がいただけることになりましたので、所要額を補正しているところでございます。 

次に、少しとびまして１９ページお願いいたします。 

上から２段目、０８教育費県補助金のうち、００１地域学校協働活動推進事業費につ

きましては、事業費の確定によります調整。 

その下にあります００２清流の国ぎふ推進補助金につきましては、飛騨市学園構想に

充当を予定しておりましたが、他の事業が採択されたため、減額調整するものでござい

ます。 

次に、２１ページお願いいたします。 

中段、中ほどでございます。教育費寄附金でございますが、２名の方からそれぞれ１

０万円ずつご寄附をいただいたものでございます。 

最後に２２ページお願いいたします。 
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こちらのほう雑入の一番下になりますが、教育費雑収入につきましては、いずれも事

業費の確定に伴います補正ということになっております。 

次に、歳出を説明いたします。 

少しとびますが、４５ページをごらん願います。 

歳出の補正につきましても、基本、年度末における事業費の調整が主なものとなりま

すので、人件費等につきましては、割愛させていただいて説明させていただきます。 

まず中ほどにあります事務局費のうち、１２委託料のうち、スクールバスの運行委託

料につきましては、登下校における密を避けるためにバスを増発して運行したこと及び

１０月以降コミュニティバスの運行単価が変更したことに伴いましてスクールバスの単

価もアップしたというようなことで所要額を計上しております。 

その２つ下になるかと思いますが、２７繰出金でございます。 

歳入の寄附金でもご説明させていただきましたが、育英基金に対して寄附金があった

ことから同基金に積み立てるため、同額を計上しているものでございます。２件分でご

ざいます。 

同ページの一番下、学校管理費の１４工事請負費、小学校施設整備工事につきまして

は、非構造部材の耐震化工事における差金について調整しているところでございます。

今年度は、古川西小学校、河合小学校を整備し、これをもちまして市内小中学校の耐震

化はすべて終了しているところでございます。 

４６ページをお願いいたします。 

上段の１１役務費、１４工事請負費、１７備品購入費につきましては、いずれもＧＩ

ＧＡスクール構想に係るそれぞれ請負差金につきまして調整しているところでございま

す。 

その下、中学校費の１１役務費、１７備品購入費につきましても同じく、ＧＩＧＡス

クール構想に係る差金につきまして調整しているところでございます。 

その下の負担金の部活動充実支援補助金につきましては、コロナの影響で各種大会が

中止になったというようなことから同じく調整しているところでございます。 

４７ページお願いいたします。 

中ほどにあります生涯学習振興費につきましては、いずれの科目も年度末の調整とな

りますが、コロナの影響によりまして予定していた事業ができなかった、もしくは縮小

したなどの理由により、減額となったものでございます。 

その下の文化財保護費の１２委託料、調査委託料につきましては、こちらのほう事業

費の確定に伴います調整というようなかたちになろうかと思います。 

４８ページお願いいたします。 

上段の０１保健体育総務費、保健体育振興費につきましては、予定しておりました視

察、イベント、応援ツアー等がコロナの影響で実施できなかったというようなことから、

同じく減額を調整するものです。 

その下、体育施設費のプール監視委託料につきましても、今年度は宮川プール及び旭
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ヶ丘プールの２施設におきまして団体予約制による運営としたため、プールの開催の日

数が少なく減額するものでございます。 

その下、学校給食費のうち、１０需用費、賄材料費でございます。 

地元産品を活用したデザートなどを提供しますありがとう給食に伴います賄材料費で

ございますが、事業費の確定によります減額調整ということになっております。 

その下、負担金、補助及び交付金の臨時休校時給食費負担金につきましては、大雨警

報などの発令によりまして急遽学校が休校となった場合、給食も当然ながら中止になる

わけでございますが、用意しておりました食材がどうしてもやはり無駄になることもあ

り、その財源を給食費でなく市が負担することについて古川国府給食センターを構成し

ます高山市及び飛騨市がですね、市のほうでということで方針が決めたことから所要額

を計上するものでございます。今回は７月上旬の大雨及び１２月中旬の大雪によります

休校の２回分が対象となりまして、それぞれ１食単価に食数を乗じた金額が対象金額と

なると思います。負担金につきましては、古川国府給食センターに負担するものでござ

いますし、その下の繰出金の給食費特別会計繰出金につきましては、神岡及び河合、宮

川の給食センターに繰り出すものとなります。 

以上で教育委員会所管事業の説明を終わります。 

●委員長（前川文博） 

  説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。 

○委員（水上雅廣） 

４６ページ、ちょっと細かいんですけど、事業そのものというよりも財源内訳ちょっ

と教えてほしいんですけど、例えば教育費の小学校費は、特定財源については歳入で説

明があったんですけど、繰入金をなくして一般財源、繰入金減額で一般財源、下の中学

校費もそうなんですけど、これは何の事業を調整した結果でこういうふうになったのか

教えていただけますか。一般的に減額なので全部減額でいいんじゃないかというのが普

通の見方じゃないかなと思うんですけど。 

□財政課長（上畑浩司） 

小学校費、中学校費の財源内訳につきましては、当初ＧＩＧＡスクールの事業は補助

事業なんですけれども、補助と起債の裏に学校施設整備基金をあてておりました。とこ

ろが、国のコロナ交付金をあててもいいという情報がございましたので、この今の学校

施設整備基金の充当をはずした結果がこのとおりとなっております。今後、この一般財

源の部分に、国のコロナ交付金をあてて決算うちますので、この実際の一般財源の部分

については非常に小さい金額で決算をうっているものという見込みでございます。 

○委員（水上雅廣） 

その交付金を一般財源にあてるというのは、いつの時点であてるんですか。 

□財政課長（上畑浩司） 

国のコロナ交付金は、現在、予算化して全て歳入に計上しております。充当としまし

ては、最終的な決算額をみて実績報告でこの事業にいくらということをあてていきます
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ので、予算上、今はもう歳入に計上してしまっておりますので、こういった一般財源と

いうかたちで表記されるわけでございます。これが実際、決算になりますと、この事業

にＧＩＧＡスクールの国起債の裏にコロナ交付金をあてるという決算になりますので、

実際は一般財源というものはほとんど発生しないということになります。 

○委員（籠山恵美子） 

１９ページの県支出金のところで、教育費県補助金のところで学園構想が要するに不

採択になったということですかね。ほかの事業が採択されたという説明でしたけど、２

００万円。これもう一般会計の補正ここで終わりなので、総括してちょっと教えていた

だきたいんですけど、総務部長でしょうか、市長が詳しいんでしょうか。この清流の国

ぎふ推進補助金というのは、今回の補正見ただけでもいくつも不採択になってるんです

よね。衛生費も不採択でしたし、ひとつだけちょっと見えたのは総務費の中で１７０万

円が採択になっているというだけで、あと商工費も不採択になっている。みんなそれぞ

れ一生懸命この補助金もらおうと思って申請したんでしょうけどだめだったというのは、

要するに県のこの補助金の申請の狙いと合致しなかったからなんですか。何かもったい

ないような気がするんですけどね、いくつも不採択になっている。 

□財政課長（上畑浩司） 

今回の清流の国ぎふ推進補助金につきましては、県単補助でございますので、県のほ

うが申請に対して採択、不採択を自由に決められるわけでございます。県としましては、

非常に特色のある事業でありますとか、非常にいい事業だとモデルになるような事業に

とくに採択をされる傾向がありまして、一般的にその申請をしても、これはちょっと今

回は不採択にさせてもらいますということが多々あります。不採択になった場合は、ま

た次の特色ある事業を補正予算で組んだような場合に県に申請して、またその２分の１

を獲得するように努めているところでございます。令和２年度を総括しますと、計５事

業が採択されまして、金額で９９５万円ということで、例年１，０００万円程度の補助

金がいただければ、大体結果としてはよかったというような認識でおるところでござい

ます。 

○委員（住田清美） 

予算書でいえば４６ページでしょうか。今、ＧＩＧＡスクール構想の話が出ておりま

して、小学校中学校１人１台パソコンが念願の環境整備ができたのかなと思うところな

んですが、実際にもう物は入ってきたということですが、実際に授業とかに今年度は使

われているのか、新年度から新たに配置して授業するのか、そのへんの使用の状況はい

かがでしょうか。 

□学校教育課長（中村裕幸） 

現在、各小学校、中学校でまず貸与式といって、タブレットを大事に使うこと、それ

から使い方は授業でどんなことを学ぶのかということを校長先生や各担任が説明するよ

うな貸与式と学級活動がまず行われました。それによって、これまでは各校に１クラス

分ずつあったタブレットも今４年生以上１人１台ということで、その使用の仕方とか、
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それからいろんなかたちでいわゆるスタートですね、使い方、それからもう既に授業で

もいくつか使っておりますので、この残り少ない授業ではありますが、来年度に向けて

も使うということで今年度、既に使用しております。 

○委員（住田清美） 

タブレットは貸与ですが、例えば今４年生以上なので４年生の子が１人１台自分のタ

ブレットをもらうんですが、これはそのまま持ち上がっていくんでしょうか。それとも

４年生の分はそのまま置いていくんでしょうか。 

□学校教育課長（中村裕幸） 

持ち上がっていきますので、そんなかたちで大事に使うようにということや、それか

らデータ的にも生かして使うということで考えております。 

●委員長（前川文博） 

ほか、ありますか。 

○委員（野村勝憲） 

今まで聞いていて、コロナで削減するという話が総務部からはじまってですが多かっ

たんですけども、教育委員会で増額になったのはスクールバスの運行委託料ですね、こ

れに５７０万円ということで、今までちょっと違うケースなんですが、これはコロナの

影響でという説明がありましたね。増発と単価ということなんですけども、増発は当然、

密を避けるということでやられたんでしょうけど、いつからやられたんですか。 

□教育総務課長（米澤智） 

こちらのほうは１０月から実施を。学校を再開してすぐ対応しております。 

○委員（野村勝憲） 

それから単価を上げられたということですけれども、これは当然、事業者のほうから

要請があってのことだと思うんですけど、単価を上げてほしいということで、これも例

えば単価を上げるとか年度内でできるんですか。年度契約していませんかね。 

□教育総務課長（米澤智） 

スクールバスの単価は市のコミュニティバスの単価にあわせて設定をさせていただい

ておりますが、コミュニティバスの単価は毎年１０月に改定ということになっておりま

して、それにより上げさせていただいて、それに対して支払いをしているところでござ

います。 

●委員長（前川文博） 

  ほか、よろしいですか。 

  （「なし」との声あり） 

●委員長（前川文博） 

  ないようですので、これで質疑を終わります。 
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◆議案第５１号 令和２年度飛騨市給食費特別会計補正予算（補正第２号） 

●委員長（前川文博） 

  次に、議案第５１号、令和２年度飛騨市給食費特別会計補正予算（補正第２号）を議

題といたします。説明を求めます。 

□教育委員会事務局長（谷尻孝之） 

  それでは、令和２年度飛騨市給食費特別会計補正予算につきましてご説明させていた

だきます。お手元にあります予算書の４ページをお願いいたします。 

まず歳入につきましては、先ほどの一般会計でもご説明させていただきましたが、警

報発令時におけます給食費の負担金を繰り入れまして、同額を学校給食費から減額する

ものでございます。 

また繰越金につきましては、前年度からの繰越金を調整するものでございます。 

５ページをお願いいたします。 

こちらのほう歳出でございますけれども、歳入の繰越金につきまして同額を予備費で

調整するものでございます。 

以上で給食費特別会計の説明を終わります。 

●委員長（前川文博） 

  説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。 

  （「なし」との声あり） 

●委員長（前川文博） 

  ないようですので、これで質疑を終わります。 

□学校教育課長（中村裕幸） 

  先ほどの私の２個目の住田議員さんのご意見に対して修正させていただきます。タブ

レットにつきましては、１年で整備しまして使うタブレットを変えるということです。

すいませんでした。前任校とちょっと混乱しておりまして申しわけありませんでした。 

□教育総務課長（米澤智） 

私の先ほどの答弁で誤りがありましたので訂正させていただきます。野村議員の質問

に対する答えの中で１０月改定と申し上げましたが、４月１日の改定でございました。

すいません。 

●委員長（前川文博） 

よろしいですか。 

○委員（籠山恵美子） 

今の関連ですけど、４月１日に契約するわけですよね。今こうやって増額したり何な

りするときには、改めて契約を更新して、契約をし直してスタートするということなん

ですか。 

□教育総務課学校給食係長（倉坪正明） 

先ほどの籠山議員の発言ですが、毎年４月１日に更新するということです。契約をす

るということです。お願いします。 
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●委員長（前川文博） 

もう１回、籠山委員の質問、お願いします。 

○委員（籠山恵美子） 

今、訂正されまして、このスクールバスの契約は４月１日付の契約だということです

よね。何年契約なのかわかりませんけど、少なくとも１年契約だとするとこの時期に１

０月から増額してスクールバスを運用するということは、その９月か何か半年後ぐらい

に契約をちゃんと更新して、その単価も見直して契約のやり直しをするというそういう

仕組みなんですか。 

□教育総務課学校給食係長（倉坪正明） 

今年度は１０月にコミュニティバスの全面見直しがありまして、その中に伴いまして

１０月１日に料金改定をさせていただきましたが、例年は４月１日にそれまでの実績を

もとに料金を見直して再契約するつもりでおります。１年契約の予定です。 

●委員長（前川文博） 

今１０月に単価が変わったので、そのときに契約をし直したのかどうかという質問の

はずなんですが。 

□教育総務課学校給食係長（倉坪正明） 

失礼しました。契約をし直しました。改めて半年契約をしました。 

●委員長（前川文博） 

ほか、よろしいですか。まだ聞きたいことあれば聞いてもらっていいですけど、どう

ですか。 

□総務部長（泉原利匡） 

バスにつきましてはバス年度という年度がございまして、１０月から９月までという

ような契約を結んでいるんですけど、今年は計画の見直し等もありましたものですから、

１０月に新たにコミュニティバスとか、市のひだまる等も含めたバスの契約をしたとい

うことで、それにあわせてスクールバスのほうも契約しておりますので、そこで単価の

変更があったということだと認識しております。 

○委員（籠山恵美子） 

ということは、基本的には半年、半年でその契約をし直すということは通常あり得る

ことなんですか。今回、特別な事情で契約を増額して契約し直したということなんです

か。 

□教育委員会事務局長（谷尻孝之） 

スクールバスにつきましては、基本的には４月～３月の契約になるかと思います。た

だ、路線によってバスによって今言ったコミュニティの部分と、同じバスを使って運転

している部分がありますので、その路線なりそのバスについて、もし１０月でそういっ

た変更があった場合につきましては、そこで変更契約させていただくというようなかた

ちになるかと思います。全てという話ではないということです。 
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●委員長（前川文博） 

皆さんよろしいですか。 

（「なし」との声あり） 

●委員長（前川文博） 

  ないようですので、これで質疑を終わります。 

 

◆休憩 

●委員長（前川文博） 

  説明職員入れ替えのため、暫時休憩といたします。再開を、午後２時１５分といたし

ます。 

 

  （ 休憩 午後２時０７分  再開 午後２時１５分 ） 

 

◆再開 

●委員長（前川文博） 

  休憩を解き、会議を再開いたします 

 

◆議案第５２号 令和２年度飛騨市国民健康保険病院事業会計補正予算（補正第１号） 

●委員長（前川文博） 

  議案第５２号、令和２年度飛騨市国民健康保険病院事業会計補正予算（補正第１号）

を議題といたします。説明を求めます。 

□病院管理室長（佐藤直樹） 

  令和２年度飛騨市国民健康保険病院事業会計補正予算について説明をさせていただき

ます。資料の１８ページをごらんください。 

今回は、新型コロナの関係で患者数の減による収入の見直しと、その関係で補助金等

がいくつか入ったりしますので、その関係の補正を計上しております。 

では説明させていただきます。 

入院収益につきましては、１億３，３００万円の減、外来収益は２，１３０万円の増、

その他医業収益は１，６８０万円の増、この増の分については、予算段階でちょっと控

えめにしていた関係での増になります。 

１９ページをごらんください。 

医業外収益、他会計補助金、国保事業勘定繰入金で１４１万円の増、こちらにつきま

しては、救急患者受入体制支援事業というものが該当するのではないかということで、

申請してとおったものになりまして、当直、宿日直の応援医師の人件費について国保事

業のほうから繰り入れをしてもらえるものになります。 

その次、その他医業外収益ですが、こちらは２００万円の減、こちらにつきましては、

医師住宅や看護師住宅の家賃が入居者が少ないということでの減と、患者数が減った部
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分での物品売却等が減った部分になります。 

その下の国保補助金につきまして、こちら５，２９６万５，０００円の増となります。

こちらは、新型コロナの関係での発熱外来診療体制確保支援事業ということでの補助金

になります。こちらは、発熱外来を開設したその想定が１日２０名を診療室２部屋とい

うことで想定しておりまして、実際に患者さんがそこまでに来ていない分に対して国の

ほうから補助が受けられます。 

その下の県補助金の１３２万２，０００円の増ですが、こちらは院内感染防止対策設

備整備事業の補助金になります。いろいろな空気清浄機とかそういったもの、診療材料

とかそういうものの整備をした関係に対しての補助金になります。 

続きまして２０ページをごらんください。 

支出のほうになりますが、こちらは消耗備品費を２００万円増、それに伴っての修繕

料２００万円の減としております。 

消耗備品費につきましては、先ほどいった補助金の関係で、空気清浄機とかいろいろ

な消耗備品の購入が非常に増えました。その分についての補正をしたものです。 

２１ページをごらんください。 

資本的収入及び支出になります。収入として、県補助金で２，０００万円増。 

こちらは、院内感染防止対策事業補助金で備品等を購入するものが認められるものに

なっております。内容としましては、クリーンパーテーションとかドーム型の簡易診療

室、エアテント、ＩＤ ＮＯＷという核酸をもとにしたＰＣＲに近い検査ができるもの、

あと血液凝固診断装置というものを整備させていただくことで進めております。 

以上で説明を終わります。 

●委員長（前川文博） 

  説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。 

○委員（上ケ吹豊孝） 

１点教えてください。１８ページの入院収益が１億３，３００万円ですか、減収とい

うことで、入院される方は少ないということはそれだけ重病患者が少ないという意味な

のか。コロナとかそういった関係なのか。ちょっとあまりも大きい金額で、やはり病院

というのはイレギュラーな方が入院されるので、毎年これだけの変動があるという理解

でよろしいんですよね。 

□病院管理室長（佐藤直樹） 

今年度に関しては、コロナの影響というのも当然、多分にあります。ただ、昨年度末

くらいから入院患者が減ってきた傾向がありました。これについては、原因はあれなん

ですけど、去年の年末のへんは冬場が暖冬だったというようなことも関係しているのか

なと。ことしは冬が結構寒かったんで、冬場から例年並みに患者数が戻りつつあります。 

○委員（野村勝憲） 

今、入院患者数ということだったんですけども、逆に外来の人なんですけれども、コ

ロナによる影響というのは、どれくらい影響があったんですか。 
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□病院管理室長（佐藤直樹） 

患者数的には、現段階で５，０００人ほど減っている状態です。やはり診療控えとい

うのは実際にあります。あと長期処方による診療間隔を延ばすというようなことで、病

院側でもできるだけその病院に来てのいろんな感染対策というかたちのこともしており

ます。 

●委員長（前川文博） 

  ほか、ありますか。 

  （「なし」との声あり） 

●委員長（前川文博） 

  ないようですので、これで質疑を終わります。 

 

◆討論、採決 

●委員長（前川文博） 

  議案第４２号、令和２年度飛騨市一般会計補正予算（補正第９号）から議案第５２号、

令和２年度飛騨市国民健康保険病院事業会計補正予算（補正第１号）までの１１案件に

ついて一括して討論を行います。 

なお、討論は議案番号を述べて行ってください。討論はありませんか。 

  （「なし」との声あり） 

●委員長（前川文博） 

  討論なしと認めます。 

それでは討論を終結し、採決を行います。議案第４２号、令和２年度飛騨市一般会計

補正予算（補正第９号）から議案第５２号、令和２年度飛騨市国民健康保険病院事業会

計補正予算（補正第１号）までの１１案件について一括採決いたしたいと思います。 

これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

●委員長（前川文博） 

ご異議なしと認め、１１案件について一括採決を行います。 

議案第４２号から議案第５２号までの１１案件は、原案のとおり可決すべきものとし

て報告することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

●委員長（前川文博） 

ご異議なしと認めます。よってこれら１１案件は、原案のとおり可決すべきものとし

て報告することに決定いたしました。 

次に、議案第６７号、令和２年度飛騨市一般会計補正予算（補正第１０号）について

討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」との声あり） 
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●委員長（前川文博） 

討論なしと認めます。 

それでは討論を終結し、採決を行います。議案第６７号は、可決すべきものとして報

告することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

●委員長（前川文博） 

ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決すべきものとして報告する

ことに決定いたしました。 

以上で本委員会に付託された案件の審査は終了いたしました。 

ここでお諮りします。 

予算特別委員会付託案件の審査は議員全員の構成による委員会で行われましたので、

本会議における委員長報告は、会議規則第３９条第３項の規定により省略いたしたいと

思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

●委員長（前川文博） 

異議なしと認めます。よって、本会議における委員長報告は省略することに決定しま

した。 

 

◆閉会 

●委員長（前川文博） 

  以上で、本日の予算特別委員会を閉会いたします。お疲れさまでした。 

 

（ 閉会 午後２時２４分 ） 
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